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昨
年
の
博
物
館
紀
要
15
号
で
、
明
治
十
二
年
の
琉
球
処
分
半
年
後
の
十
一
月
、

県
庁
主
導
で
那
覇
の
潟
原
で
挙
行
さ
れ
た
「
天
長
節
」
祝
賀
の
記
録
を
紹
介
し
た
。

　

本
稿
で
は
、
処
分
以
前
の
琉
球
藩
と
「
天
長
節
」
の
関
わ
り
が
ど
う
だ
っ
た
の

か
、
史
料
を
通
し
て
み
て
い
く
。

　

ま
ず
は
①
②
の
記
事
で
あ
る
。
明
治
五
年
の
維
新
慶
賀
使
一
行
が
、
政
府
の
命

を
受
け
て
皇
居
で
の
「
天
長
節
」
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
参
朝
の
諸

官
吏
同
様
に
、
下
賜
さ
れ
た
烏
帽
子
に
直
垂
を
着
し
て
祝
賀
の
宴
に
参
列
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
琉
球
人
の
「
天
長
節
」
と
の
最
初
の
関
わ
り
で
あ
る
。
そ
の
後
、

東
京
の
琉
球
藩
邸
詰
め
の
在
番
親
方
ら
は
、「
新
正
」「
紀
元
節
」
と
「
天
長
節
」

の
三
大
節
に
は
、
皇
居
に
参
内
し
て
藩
王
尚
泰
の
賀
表
と
献
上
物
を
奉
じ
て
い
る

（
⑦
㉕
㉚
な
ど
）。

　

つ
い
で
、
明
治
六
年
末
に
は
、
天
皇
、
皇
后
の
写
真
が
藩
王
に
対
し
て
下
賜
さ

れ
て
い
る
。
在
番
の
与
那
原
親
方
が
外
務
省
に
呼
ば
れ
て
、
写
真
を
下
賜
さ
れ
、

そ
れ
を
飛
脚
使
と
し
て
上
京
し
て
い
た
屋
嘉
部
里
之
子
親
雲
上
に
託
し
て
、
持
ち

帰
ら
せ
て
い
た
（
⑩
⑪
）。
明
治
七
年
二
月
十
四
日
に
は
、「
主
上
、
皇
后
の
御
写

真
を
頒
賜
し
…
聖
顔
を
拝
す
る
如
く
…
」
と
尚
泰
の
御
礼
の
書
翰
が
提
出
さ
れ
て

い
た
（
⑬
な
ど
）。
明
治
八
年
に
は
皇
太
后
の
写
真
も
頒
賜
さ
れ
て
い
た
（
⑮
）。

　

「
天
長
節
」
は
首
里
城
で
も
行
わ
れ
て
い
た
。『
球
陽
』（
附
巻
２
５
４
）
の
尚

泰
二
十
八
（
明
治
八
）
年
に
「
王
府
で
天
長
節
の
礼
を
行
う
」
の
記
事
が
あ
る
（
㉖
）。

同
時
に
新
年
と
紀
元
節
も
行
う
と
あ
る
。
明
治
十
年
に
は
、
首
里
城

の
南
風
御
殿
（
南
殿
）
で
、天
長
節
の
賀
儀
が
行
わ
れ
て
い
た
（
㉛
）。

床
の
間
に
天
皇
、
皇
后
の
写
真
を
飾
っ
て
、
摂
政
、
三
司
官
以
下
王

府
の
諸
役
人
、
地
方
間
切
の
役
人
ま
で
が
拝
礼
を
行
っ
て
い
た
。

　

琉
球
処
分
を
前
に
、
明
治
政
府
の
琉
球
を
取
り
込
む
諸
施
策
や
政

策
が
あ
り
、「
天
長
節
」
は
そ
う
し
た
施
策
の
一
つ
で
あ
っ
た
ろ
う
。

首
里
王
府
は
、
明
治
政
府
の
要
求
の
一
部
、「
天
長
節
」
等
三
大
節

や
留
学
生
の
派
遣
な
ど
を
受
容
す
る
こ
と
で
、
清
朝
関
係
の
断
絶
、

明
治
元
号
の
採
用
要
求
な
ど
に
抵
抗
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

琉
球
藩
と
天
長
節
の
関
わ
り
は
、
首
里
城
南
殿
で
「
天
長
節
」
が

実
施
さ
れ
る
に
至
る
過
程
で
あ
り
、
琉
球
処
分
の
一
側
面
と
し
て
、

明
治
政
府
と
琉
球
の
関
わ
り
を
見
て
い
く
上
で
興
味
深
い
も
の
が

あ
る
。

　

尚
家
文
書
の
関
連
資
料
に
つ
い
て
は
、
那
覇
市
歴
史
博
物
館
の
大

城
直
也
氏
か
ら
提
供
を
受
け
た
。
記
し
て
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

 　　

凡
例

　
　

〇 

史
料
は
年
代
順
に
番
号
を
付
し
、
見
出
し
を
付
け
、
最
後
に

引
用
史
料
名
を
（　

）
で
示
し
た
。

　
　

〇 

史
料
の
収
録
に
際
し
、可
能
な
限
り
、「
て
に
を
は
」
を
補
い
、

返
り
点
な
ど
も
出
来
る
だ
け
ひ
ら
い
て
読
み
や
す
く
し
た
。

旧
字
も
常
用
漢
字
に
改
め
た
。

　
　

〇 

史
料
の
月
日
は
、
県
史
な
ど
明
治
政
府
の
公
文
類
は
新
暦
、

尚
家
文
書
や
「
史
料
稿
本
」
な
ど
琉
球
側
資
料
は
、
旧
暦
の

ま
ま
と
し
た
。

　
　
　

 　

な
お
、
明
治
五
年
の
「
天
長
節
」
は
旧
暦
の
九
月
二
十
二

日
だ
が
、
翌
六
年
か
ら
は
、
新
暦
へ
の
改
正
で
、
十
一
月
三

日
と
な
っ
た
。
琉
球
側
資
料
だ
と
旧
暦
の
た
め
、
九
月
後
半

か
ら
十
月
初
旬
と
区
々
し
て
い
る
。　

　
　

引
用
史
料

　
　
　

『 

沖
縄
県
史　

第
12
巻　

沖
縄
県
関
係
各
省
公
文
書
』
琉
球

１）沖縄県立博物館・美術館　〒 900-0006　沖縄県那覇市おもろまち 3-1-1

Okinawa Prefectural Museum & Art Museum, 3-1-1. Omoromachi, Naha, Okinawa 900-0006, Japan
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政
府　

１
９
６
６
年

　

「 

史
料
稿
本
」（『
那
覇
市
史　

２

－

中

－

４
』
所
収
）
那
覇
市
１
９
７
１
年

　

「
尚
泰
侯
実
録
」（『
東
恩
納
寛
惇
全
集
２
所
収
）
琉
球
新
報
社 

昭
和
53
年

　

「
琉
球
処
分
『
明
治
文
化
資
料
叢
書 

第
４
巻
外
交
篇
』
風
間
書
１
９
６
２
年

　

「
尚
家
文
書
」

　
　

４
７
４
号
「
御
書
院
日
記
」
光
緒
三
年

　
　

６
７
４ 
号
「
東
京
鹿
児
島
下
御
状
并
御
書
付
写
」
光
緒
元
～
二
年

　
　

 

７
０
１
号
～
７
０
４
号
「
在
勤
日
記
」「
在
勤
中
日
記
」
同
治
十
四
～
光
緒
三
年

　
　

７
０
６
号
～
７
０
８
号
「
琉
球
江
問
合
」
明
治
六
年
～
七
年

　
　

９
９
３
号
「
東
京
在
番
問
合
状
写
」

　
　

１
１
９
１
号
「
同
治
拾
三
年
戌
年
案
書
」  

　

『
球
陽
』（
角
川
書
店　

昭
和
49
年
）

　

『 

外
務
省　

琉
球
関
係
雑
件
／
琉
球
藩
取
扱
書　

自
明
治
四
年
九
月
三
日
至
六
年

九
月
二
日
〈
天
長
節
祝
賀
一
件
１･

２
他
〉』(

ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー

　

  

リ
ー
ル
№
１

－

０
３
１
９)

　

〇
参
考
文
献

　
　

西 

里
喜
行
「
明
治
初
期
在
日
琉
球
使
節
の
任
務
と
動
向
Ⅰ　

第
７
０
６･

７
０
７･

７
０
８
号
に
つ
い
て
」

　
　
　

 　

同  

「
明
治
初
期
在
日
琉
球
使
節
の
任
務
と
動
向
Ⅱ　

第
７
０
１･
７
０
２･

７
０
３･

７
０
４
号
に
つ
い
て
」

   　
　

 （
２
０
０
４
年
度
か
ら
２
０
０
７
年
度　

科
学
研
究
成
果
報
告
書
〔
研
究
代

表
者 

豊
見
山
和
行
〕『
琉
球
国
王
家･

尚
家
文
書
の
総
合
的
研
究
』
第
Ⅱ
部
「
史

料
解
説･

紹
介
編
」）
琉
球
大
学
教
育
学
部　

２
０
０
８
年

　
　

長 

佐
古
美
奈
子
「
明
治
初
期
皇
室
の
贈
答
行
為
に
関
す
る
一
考
察
―
主
に
美
術

工
芸
品
に
つ
い
て
宮
内
省
記
録
か
ら
概
観
す
る
―
」（『
学
習
院
大
学
資
料
館

紀
要
（
25
）」）
２
０
１
９
年

㉛明治 10年９月 28日の天長節の記事（尚家文書 474号『光緒三年　御書院日記』）那覇市歴史博物館蔵
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（
史　

料
）

①
明
治
五
（
１
８
７
２
）
年
九
月
十
八
日
、
琉
球
使
臣
、
天
長
節
参
賀
の
件

　
　

 

来
る
二
十
二
日　

天
長
節
に
付
き
、
諸
省
奏
任
以
上
、
参
朝
致
す
べ
き
様
御
達

に
付
て
は
、
琉
球
使
臣
三
名
の
儀
も
奏
任
同
様
、
参
朝
仰
せ
つ
け
ら
る
べ
き
哉
、

明
朝
迄
に
御
回
答
承
り
た
く
、
此
の
段
相
伺
い
候
也

　
　
　
　

壬
申
九
月
十
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

外
務
大
少
丞

　
　

史
官　

御
中

　
　
　

本
文
、
琉
球
使
臣
三
名
、
参
朝
仰
せ
付
け
ら
れ
候
事

　
　
　

九
月
十
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
沖
縄
県
史
12
巻　

７
項
）　
　

　

維
新
慶
賀
使
の
伊
江
王
子
ら
三
名
に
対
し
、
宮
中
で
の
天
長
節
へ
の
参
列
の
可
否

を
外
務
省
が
伺
い
、
許
可
さ
れ
て
い
た
。
後
の
明
治
七
年
に
は
国
王
は
勅
任
官
、
摂

政
、
三
司
官
、
在
番
親
方
の
五
人
は
奏
任
官
、
そ
れ
以
下
は
判
任
官
と
さ
れ
た
。

② 

明
治
五
年
九
月
二
十
二
日
、
維
新
慶
賀
使
の
一
行
が
天
長
節
に
招
か
れ
宮
中
に
参

内
、
料
理
等
を
頂
戴
、
併
せ
て
土
産
の
上
布
等
献
上
の
件
。

　
　

 

…
今
日
、
天
長
節
に
付
き
、
王
子
、
副
使
、
賛
儀
官
御
祝
儀
申
し
上
ぐ
べ
き
旨
、

仰
せ
渡
さ
れ
候
に
付
、
八
ツ
時
分
、
右
拝
領
の
素
襖
直
垂
御
着
に
て
…
案
内
参

内
、
華
族
衆
御
一
同
、
天
顔
を
奉
拝
、
御
祝
儀
申
し
上
げ
、
済
ま
せ
て
御
酒
、

御
肴
幷
に
御
料
理
頂
戴
、
七
ツ
過
時
分
御
帰
館
…（

史
料
稿
本　

３
８
７
項
）　
　

　

〇
（ 

九
月
）
二
十
二
日
、使
臣
三
人
へ
折
烏
帽
子
并
素
襖
直
垂
等
を
賜
う
。
恰
（
あ

た
か
）
も
天
長
の
佳
節
に
当
れ
り
。
乃
ち
拝
領
の
冕
服
を
着
け
、
入
り
て
賀

表
を
奉
る

（
尚
泰
侯
実
録　

３
４
１
頁
）　
　

　

〇
毎
歳
藩
王
よ
り
新
正　

天
長
節
鹿
児
島
県
庁
に
付
て
慶
賀
の
礼
を
修
む
、
然
れ

　
　

ど
も
書
翰
而
巳
に
て
誠
敬
を
表
す
る
無
し
、
茲
に
よ
り
以
来
右
両
度
の
慶
賀　

　

土
産
の
軽
品
別
紙
の
通
り
献
じ
奉
り
、
微
誠
を
伸
し
こ
と
を
希
ふ
、
是
藩
王
の　

　

本
意
な
り
、
臣
等
命
を
奉
じ
伏
て
懇
願
す
、
宜
く
御
執
奏
仰
ぎ
奉
り
候
、
以
上
、                                         

正
使  

尚 

健　
　
　
　
　
　

　
　
　

（
明
治
五
年
）
壬
申
九
月
廿
三
日　
　
　
　
　

副
使  

向
有
恒　

賛
議
官
向
維
新　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

右
指
令

　
　

伊
地
知
貞
馨
に
托
し
献
上
致
す
べ
き
事

　
　
　

壬
申
九
月
廿
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

外
務
省

　
　
　
　
　

別
紙
覚
書

　
　

紺
地
島
（
縞
）
紬
上
布　
　

拾
端

　
　

紺
島
紬
上
布　
　
　
　
　
　

拾
端

　
　

島
紬　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
端

　
　

太
平
布　
　
　
　
　
　
　
　

拾
疋

　
　

練
芭
蕉
布　
　
　
　
　
　
　

拾
端（『

大
蔵
省
簿
冊
書
抜
』
琉
球
処
置
ノ
件
）　
　

　

九
月
二
十
二
日
の
天
長
節
（
明
治
六
年
に
新
暦
に
読
み
替
え
て
十
一
月
三
日
と
な

る
）
前
に
、
伊
江
王
子
、
宜
野
湾
親
方
、
喜
屋
武
親
雲
上
の
三
人
に
、
素
襖
直
垂
（
す

お
う
ひ
た
た
れ　

官
吏
の
式
日
の
礼
服 

）
が
下
賜
さ
れ
、二
十
二
日
は
そ
れ
を
着
て
、

宮
中
の
祝
賀
会
に
参
列
し
て
い
る
。
時
に
上
布
や
芭
蕉
布
な
ど
を
慶
賀
土
産
と
し
て

献
上
し
て
い
る
。
琉
球
人
の
天
長
節
へ
の
最
初
の
関
わ
り
で
あ
る
。

③ 

明
治
六
（
１
８
７
３
）
年
三
月
、
新
正
、
天
長
節
の
藩
王
祝
儀
に
つ
い
て
伺
い
と

指
令

　

〇
三
大
節
共

藩
王
よ
り
祝
儀
等
に
付
き
伺
い
并
指
令

　
　
　
　
　

覚

　

一 

毎
歳
藩
王
よ
り　

新
正
、
天
長
節
、
慶
賀
の
書
簡
、
献
上
物
の
儀
、
貴
様
に
託

し
て
差
し
上
ぐ
べ
き
旨
、去
年
伺
書
に
御
張
紙
を
以
て
仰
せ
渡
し
置
か
れ
候
間
、

　
　

 

在
番
親
方
、
使
者
を
以
て
右
の
振
り
合
い
に
て
差
し
上
げ
然
る
べ
き
哉
、
且
つ

東
京
表
官
員
衆
へ
御
付
届
向
き
の
儀
、
何
様
仕
り
然
る
べ
き
哉
の
事

　

一 

摂
政
、
三
司
官
よ
り
右
両
御
祝
儀
并
官
員
衆
御
附
届
向
き
の
儀
、
何
様
仕
り
然

る
べ
き
哉
の
事

　
　
　
　
　
　

…　

以
下
略　

…
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右
条
々
何
分
御
差
図
成
し
下
さ
れ
た
く
存
じ
奉
り
候
事

　
　
　

明
治
六
年
三
月
十
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

琉
球
藩

　
　
　
　

外
務
省
六
等
出
仕　

伊
地
知
貞
馨
殿

　
　

右
指
令

　
　
　

初
ケ
条　

 

呈
書
、
献
上
物
は
本
文
の
通
り
執
り
斗
（
は
か
ら
）
う
べ
く
、
官

員
衆
へ
付
届
向
き
は
無
用
に
候

　
　
　

二
ケ
条　

 
書
付
を
以
て
外
務
省
へ
相
付
き
御
祝
儀
申
し
上
ぐ
べ
き
心
得
と
し

て
、
別
紙
案
文
渡
し
置
き
候
、
別
に
付
届
に
は
及
ば
ず
候

　
　
　
　
　
　
　
　

…　

以
下
略

　
　
　

明
治
六
年
三
月
二
十
三
日

　

在
琉
球
藩　
　

外
務
省
六
等
出
仕　

伊
地
知
貞
馨　
　

　
　
　
　
　

別
紙
案
文

　
　
　

天
長
節
の
祝
賀
申
し
上
げ
奉
り
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　

年　

月　
　
　

日　
　
　
　
　
　
　
　

官
姓
名　

花
押

　
　
　
　
　

外
務
省 

御
中

　

（「
琉
球
処
分
」
45 - 

46
頁
）　
　

　

藩
王
や
摂
政
、三
司
官
の
天
長
節
等
へ
の
対
応（
書
翰
や
献
上
物
な
ど
）に
つ
い
て
、

琉
球
在
勤
の
外
務
省
六
等
出
仕
の
伊
地
知
貞
馨
の
指
示
を
請
い
、
伊
地
知
が
書
翰
の

案
文
ま
で
提
示
し
て
い
る
。
王
府
が
、
明
治
政
府
の
諸
命
令
、
施
策
に
対
す
る
対
応
、

応
答
に
つ
い
て
在
勤
の
伊
地
知
等
役
人
の
指
示
を
仰
い
で
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

④
明
治
六
年
三
月
二
十
七
日
、
年
頭
及
び
天
長
節
の
慶
賀
の
た
め
の
使
者
派
遣

　
　

 

同
治
十
二
年（
明
治
六
年
）癸
酉
、年
頭
及
び
天
長
節
を
慶
賀
す
る
事
の
た
め
に
、

特
に
馬
氏
与
那
原
親
雲
上
良
傑
に
命
じ
て
、
紫
冠
に
連
な
る
使
者
に
充
て
る
。

三
月
二
十
七
日
薩
州
に
到
り
、
五
月
初
三
日
東
京
に
到
る
…
翌
年
五
月
十
八
日

回
国
す
。

（
史
料
稿
本　

３
９
５
項
）　
　

　

琉
球
藩
の
設
置
後
、
従
来
薩
摩
藩
に
派
遣
し
て
い
た
年
頭
使
（
鹿
児
島
琉
球
館
の

在
番
親
方
）
が
、
東
京
へ
の
派
遣
と
な
っ
て
い
た
。
派
遣
の
名
目
が
、
年
頭
使
（
薩

摩
藩
主
へ
の
新
年
の
慶
賀
使
者
）
で
は
な
く
、
天
皇
へ
の
使
者
と
な
り
、
併
せ
て
天

長
節
慶
賀
の
使
者
も
兼
務
と
な
っ
て
い
た
。
年
頭
使
者
は
表
十
五
人
の
申
口
方
の
筆

頭
で
あ
る
御
鎖
之
側
職
か
ら
昇
進
し
て
派
遣
さ
れ
、
そ
の
際
紫
冠
に
昇
る
慣
例
で

あ
っ
た
た
め
、
記
事
中
で
そ
の
旨
記
し
て
い
る
。
馬
氏
与
那
原
親
雲
上
良
傑
は
後
の

三
司
官
で
唐
名
は
馬
兼
才
。

⑤
明
治
六
年
五
月
二
十
八
日
、
与
那
原
親
方
、
外
務
省
へ
上
京
、
在
番
着
任
の
届

　
　

 

私
事
、
新
正
、
天
長
節
御
祝
儀
の
使
者
幷
に
在
番
勤
め
申
し
付
け
ら
れ
、
四
月

二
十
一
日
那
覇
川
出
艦
、
同
二
十
三
日
鹿
児
島
県
着
、
五
月
十
七
日
同
所
出
艦
、

同
二
十
一
日
大
坂
着
、
同
二
十
六
日
同
所
出
艦
、
一
昨
二
十
八
日
上
着
仕
り
申

し
候
。
此
の
段
御
届
け
申
し
候
也
。　

　
　
　
　

癸
酉　

五
月
三
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
那
原
親
方

　
　
　
　
　

外
務
省 

御
中

　
　
　

  

私
儀
、
御
当
地
在
勤
と
し
て
、
去
月
二
十
八
日
出
京
仕
り
、
附
属
幷
従
者
別

紙
の
通
、
第
六
大
区
四
之
小
区
深
川
西
元
町
十
二
番
地　

琉
球
藩
蔵
屋
敷
へ

寄
留
仕
り
候
、
此
の
段
御
届
け
申
し
候
也

　
　
　
　

癸
酉
六
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

琉
球
藩　

与
那
原
親
方

　
　
　
　

東
京
府
知
事　

大
久
保
一
翁
殿

　
　
　
　
　
　
　

別
紙
人
名
之
を
略
す
、
総
人
員
三
十
人　

　
　

（
史
料
稿
本　

４
０
１
項
）　
　

　

〇
今
般

　
　

新
正

　
　

 

天
長
節
の
御
祝
儀
申
し
上
げ
ら
る
べ
き
た
め
、
使
者
与
那
原
親
方
差
し
上
げ
ら

れ
、
在
番
勤
め
を
も
申
し
付
け
ら
れ
候
、
万
端
然
る
べ
き
様
御
引
き
進
め
御
依

頼
申
し
進
め
候
な
り

浦
添　

親
方　

印　
　

　
　
　
　

四
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
平　

親
方　

印

宜
野
湾
親
方　

印　
　

伊
江　

王
子　

印　
　

　
　
　
　

外
務
省
御
中
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（『
明
治
六
年
六
月　

外
務
省
伺
録
』）　
　

　

④
で
与
那
原
親
雲
上
と
あ
っ
た
が
、
本
項
で
は
親
方
と
な
り
、
在
番
勤
め
と
称
し

て
い
る
。
居
所
と
な
る
琉
球
藩
の
屋
敷
の
住
所
が
深
川
と
あ
り
、
と
も
に
上
京
し
た

者
が
総
勢
三
十
人
に
及
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
大
久
保
一
翁
（
忠
寛
）
は
旧
幕

臣
で
、
東
京
府
第
五
代
知
事
。

⑥
明
治
六
年
七
月
、
琉
球
藩
へ
の
達　

藩
王
よ
り
の
献
上
物
に
つ
い
て

　
　
　
　

琉
球
藩
へ
達　
　

外
務
省

　

一 

藩
王
よ
り
の
献
上
物
は
追
て
御
沙
汰
こ
れ
あ
り
候
ま
で
、
新
年
及
び
天
朝

（
マ
マ
）

節
、

右
両
度
と
相
心
得
べ
く
候
事

　

一 

在
勤
親
方
其
外
よ
り
本
省
琉
球
掛
官
員
へ
贈
答
の
儀
は
、
互
い
に
手
数
を
掛
け

無
益
の
事
に
候
条
、
以
来
は
屹
度
相
成
ら
ず
候
事

　
　

右
、
相
心
得
べ
き
者
也

　
　
　

明
治
六
年
七
月
十
七
日　
　
　

外
務
卿
代
理　

外
務
少
輔
上
野
景
範　
　
　

　
　

（
外
務
省　

天
長
節
祝
賀
一
件
／
１　

０
０
５
９
齣
）　
　

　

〇 

七
月
十
七
日
、
琉
球
藩
よ
り
の
献
上
物
、
今
よ
り
新
年
、
天
長
節
の
両
度
に
限

る
由
、
外
務
省
達
あ
り

（
尚
泰
侯
実
録　

３
４
６
頁
）　
　

　

〇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
内
省
御
中　
　
　
　

外
務
省
大
少
丞

　
　

琉
球
藩
王
及
び
同
藩
官
員
よ
り
献
上
物
の
義
、
先
日
御
省
□
□
大
録
よ
り
伊
地

　
　

知
貞
馨
へ
御
引
合
の
趣
承
知
致
し
候
、
右
に
就
い
て
は
□
年
来
別
紙
写
の
通
り

　
　

相
達
し
、
新
年
節
、
天
長
節
両
度
の
外
、
向
後
臨
時
献
上
物
は
致
さ
ざ
る
事
に

　
　

決
定
致
し
候
、
尤
も
右
両
度
献
上
物
は
例
年
の
事
に
付
き
別
□
下
賜
品
に
及
ば

　
　

ず
候
間
、
□
□
御
承
知
こ
れ
あ
り
た
く
、
此
の
段
御
心
得
と
し
て
申
し
入
れ
候

　
　

な
り

　
　
　

明
治
六
年
九
月
十
九
日

（
外
務
省　

天
長
節
祝
賀
一
件
／
１　

０
０
６
１
齣
）　
　
　

　

藩
王
か
ら
の
献
上
物
に
つ
い
て
、
新
年
と
天
長
節
に
限
る
と
す
る
令
達
で
あ
る
。

東
京
在
番
の
役
人
か
ら
外
務
省
官
員
等
へ
の
贈
答
を
禁
ず
る
と
し
て
い
る
。
た
び
た

び
贈
り
物
な
ど
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

⑦
明
治
六
年
九
月
十
四
日
、
在
京
の
浦
添
親
方
等
、
天
長
節
に
付
き
参
内

　
　

今
日

　

 

天
長
節
御
祝
儀
に
付
き
、
四
ツ
時
分 

浦
添
親
方
、
私
共
色
衣
冠
に
て
、
外
務
省

へ
罷
り
出
、
御
書
簡
目
録
御
調
べ
に
入
れ
、
伊
地
知
貞
馨
殿
御
一
同
、
赤
坂
離
宮

へ
罷
り
上
り
、
官
員
衆
御
取
次
、
御
書
翰
、
御
献
上
物
差
し
上
げ
、
浦
添
親
方
、

私
共
よ
り
の
御
祝
儀
も
名
書
を
以
て
申
し
上
げ
、
御
酒
、
肴
、
御
料
理
下
さ
れ
候

に
付
き
、
御
礼
申
し
上
げ
、
退
館
仕
り
申
し
候

　
　
　

酉
九
月
十
四
日　
　
　
　

大
宜
見
里
之
子
親
雲
上　

与
那
原
親
方

　
　
　
　
　
　

伊
江
王
子
様　

宜
野
湾
親
方
様　

川
平
親
方
様

 

（
尚
家
文
書　

７
０
７
号
）　
　

　

在
京
の
与
那
原
親
方
か
ら
摂
政
、
三
司
官
あ
て
、
天
長
節
で
参
内
し
た
旨
の
報

告
。
赤
坂
離
宮
は
、
明
治
五
年
五
月
五
日
に
皇
居
が
火
災
で
焼
失
し
た
た
め
、
明
治

二
十
二
年
ま
で
仮
皇
居
と
な
っ
て
い
た
。
赤
坂
離
宮
は
元
紀
伊
藩
邸
で
天
皇
家
に
献

上
さ
れ
た
洋
館
で
あ
る
。

⑧
明
治
六
年
十
一
月
五
日
、
天
長
節
等
の
献
上
物
に
つ
い
て
伊
地
知
貞
馨
の
書
翰

　
　

琉
球
藩
王
よ
り
の
献
上
物
は
新
年
、
天
長
節
の
両
度
と
相
心
得
べ
き
旨
、
御
達

　
　

相
成
り
居
り
、
宮
内
省
よ
り
献
上
品
の
儀
に
付
き
、
引
き
合
い
こ
れ
あ
り
候
砌

　
　

は
、
新
年
、
天
長
節
の
両
度
□
藩
王
よ
り
献
上
物
致
し
、
そ
の
余
臨
時
の
献
品

　
　

及
び
在
勤
親
方
等
□
と
し
て
仰
せ
付
け
ら
れ
候
折
、
献
上
物
は
一
切
相
成
ら
ざ

　
　

る
筋
に
定
り
□
候
□
返
上
致
し
□
□
候
、
そ
の
後
両
度
の
献
上
儀
取
上
候
方
宜

　
　

し
き
べ
き
省
中
吟
味
も
□
□
候
得
共
、
同
藩
の
儀
、
旧
来
の
規
式
を
改
る
事
甚

　
　

だ
相
好
ま
ず
、
鹿
児
島
薩
摩
へ
二
百
余
年
の
間
、
年
に
進
品
致
し
来
た
り　
　

　
　

…
…
敬
礼
の
道
を
闕
奉
り
□
□
相
心
得
、
藩
王
初
め
別
て
安
心
に
存
ぜ
ず
、
昨

　
　

年
三
使
来
県
の
節
□
□
を
奉
り
候
様
こ
れ
あ
り
、
藩
土
産
五
種
□
献
上
致
す
べ

　
　

く
御
許
□
相
な
り
候
の
事
に
こ
れ
あ
り
候
間
、
一
藩
□
先
仕
候
□
は
、
両
度
□

　
　

献
上
□
、
御
□
物
相
な
り
候
方
宜
し
き
べ
く
申
し
立
て
□
過
り
定
り
居
候
侭
の

　
　

□
□
よ
り
猶
に
評
□
に
渉
り
た
く
候
得
は
此
の
涯
当
分
の
案
□
通
り
□
な
り
□

　
　

□
少
輔
へ
申
し
出
置
き
候
事

　
　
　

明
治
六
年
十
一
月
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
地
知
貞
馨                  
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慎
ん
で
天
長
節
を
奉
賀
す

      

明
治
六
年
十
一
月
三
日           

琉
球
藩
王
尚
泰

      
献
上  

琉
球
藩
王
尚
泰
（
献
上
品
は
②
の
別
紙
覚
書
と
同
で
略
す
）

    

    

天
長
節
祝
賀
に
付
き
藩
王
よ
り
献
上
物
の
内
、
紺
縞
細
上
布
は
琉
球
よ
り
未
だ

　
　

相
届
き
申
さ
ず
候
間
、
追
っ
て
献
上
仕
た
く
存
じ
奉
り
候
事

      

明
治
六
年
癸
酉
十
一
月
三
日　
　
　
　
　
　
　

琉
球
藩

                                            

与
那
原
親
方

        

宮
内
省
御
中

               

（
外
務
省　

天
長
節
祝
賀
一
件
／
２　

０
０
６
４
～
６
７
齣
）

⑨
明
治
六
年
十
一
月
十
一
日
、
藩
王
よ
り
の
三
大
節
の
御
書
翰
、
献
納
物
を
持
ち
登

る
在
番
に
つ
い
て

　
　

 

琉
球
藩
王
よ
り
主
上
へ
、
新
正
祝
賀
の
儀
、
新
在
番
上
京
次
第
申
し
上
ぐ
筈
候

処
、
適
（
ま
さ
）
に
使
者
在
勤
す
れ
ば
、
自
分
よ
り
の
祝
賀
は
申
し
上
げ
な
が

ら
、
藩
王
よ
り
の
祝
賀
跡
（
あ
と
）
以
て
申
し
上
げ
候
儀
、
成
合
申
さ
ず
候
間

…
中
略
…
来
る
戌
年
在
番
は
、
同
年
新
正
、
紀
元
節
、
天
長
節
并
来
々
亥
年
新

正
、
紀
元
節
書
翰
、
御
献
納
物
持
ち
登
り
、
来
々
亥
年
在
番
よ
り
は
、
其
の
年
々

の
天
長
節
并
翌
年
新
正
、
紀
元
節
書
翰
、
献
納
物
持
ち
登
り
候
方
に
委
細
琉
球

へ
問
い
越
す
べ
き
旨
、
相
達
せ
ら
れ
候
間
、
御
吟
味
の
上
御
達
し
通
り
召
し
改

め
ら
れ　
　
　
　
　
　
　
　

…　

略　

…

　
　

 

右
は
在
勤
い
た
し
候
訳
を
以
て
仰
せ
付
け
ら
る
こ
と
に
て
、
上
京
次
第
早
速
仰

せ
付
け
ら
れ
候
段
承
知
致
し
候

　
　
　

酉
十
一
月
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
那
原
親
方

　
　
　
　
　
　

伊
江
王
子
様　

宜
野
湾
親
方
様　

 

浦
添
親
方
様

（
尚
家
文
書　

７
０
７
号
）　
　

　

藩
王
か
ら
の
三
大
節
へ
の
慶
賀
の
書
翰
や
献
上
物
に
つ
い
て
、
新
任
の
在
番
が
持

ち
登
る
と
な
る
と
、
時
期
を
逸
し
て
し
ま
う
の
で
、
年
度
後
半
の
天
長
節
と
翌
年
の

新
正
、
紀
元
節
の
分
を
持
ち
登
る
事
に
す
る
よ
う
、
在
京
の
与
那
原
か
ら
の
書
翰
。

⑩
明
治
六
年
十
一
月
二
十
五
日
、
飛
船
使
屋
嘉
部
里
之
子
親
雲
上
の
こ
と

　
　

 

飛
船
使
屋
嘉
部
里
之
子
親
雲
上
、
先
月
廿
三
日
、
横
浜
丸
へ
乗
合
、
鹿
児
島
県

前
之
浜
出
艦
、
同
廿
五
日
兵
庫
汐
掛
、
同
廿
七
日
同
所
出
艦
、
同
日
大
坂
着
艦
、

今
月
七
日
蓬
莱
丸
へ
乗
合
、
同
所
出
艦
、
同
九
日
紀
州
の
内
大
島
汐
懸
、
同
十

日
同
所
出
艦
、
同
十
一
日
横
浜
着
艦
、
同
日
館
内
到
着
、
右
使
仰
せ
越
さ
れ
候

書
付
拝
見
、
ご
返
答
に
及
ぶ
べ
き
儀
は
、
別
紙
を
以
て
申
し
上
ぐ
べ
く
候
、
此

の
段
御
問
合
せ
申
し
上
げ
候
、
以
上

　
　
　

酉
十
一
月
廿
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
那
原
親
方

　
　
　
　
　
　

宜
野
湾
親
方
様　

浦
添
親
方
様　

池
城
親
方
様

    

　

〇 

飛
船
使　

屋
嘉
部
里
之
子
親
雲
上

　
　

 

右
は
鹿
児
島
県
へ
差
し
下
し
、
自
分
乗
船
よ
り
帰
帆
申
し
付
け
候
得
共
、
御
拝

領
の
御
写
真
宰
領
申
し
付
け
、
殊
に
御
用
筋
申
し
含
め
候
も
こ
れ
あ
り
、
早
々

帰
帆
致
さ
ず
ば
差
支
え
申
す
べ
き
と
、
此
の
節
郵
便
船
よ
り
差
し
下
し
、
乗
船

儀
は
、
日
和
次
第
帰
帆
申
し
付
く
べ
き
旨
、
鹿
児
島
県
詰
役
々
へ
申
し
越
し
候

間
、
右
の
趣
申
し
上
げ
ら
る
べ
く
候
、
此
の
段
御
問
合
せ
致
し
候
、
以
上

　
　
　

酉
十
一
月
廿
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
那
原
親
方

　
　
　
　
　
　

日
帳
主
取
衆

　

〇 

右
の
通
り
御
問
合
せ
致
し
候
間
、
屋
嘉
部
乗
船
は
日
和
次
第
帰
帆
申
し
付
け
ら

る
べ
く
候
。
此
の
段
問
合
せ
に
及
び
候
、
以
上

　
　
　

酉
十
一
月
廿
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
那
原
親
方

　
　
　
　
　
　

鹿
児
島
県
琉
球
館　

役
々

　

 

（
尚
家
文
書　

７
０
７
号
）　
　

　

琉
球
藩
の
貢
納
等
に
関
す
る
案
件
等
の
た
め
の
飛
脚
使
と
し
て
十
月
二
十
三
日
に

沖
縄
を
出
た
屋
嘉
部
は
、
十
一
月
十
一
日
に
東
京
に
着
き
役
目
を
果
た
す
と
、
十
一

月
二
十
五
日
に
は
、
下
賜
さ
れ
た
天
皇
、
皇
后
の
写
真
を
沖
縄
に
持
ち
帰
る
役
目
を

命
じ
ら
れ
て
い
た
。

⑪ 

明
治
七
（
１
８
７
４
）
年
二
月
十
日
、
天
皇
、
皇
后
の
御
写
真
拝
領
の
御
礼
に
つ

い
て
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外
務
省
よ
り
御
用
こ
れ
あ
り
、
与
那
原
親
方
罷
り
出
ら
れ
候
処
、
柳
原
前
光
殿

御
取
次

　

主
上

　

皇 
后
御
写
真
、
藩
王
へ
御
拝
領
御
座
候
段
御
達
、
御
箱
二
、
御
引
渡
相
成
り
候
に

付
き
、
飛
脚
使
屋
嘉
部
里
之
子
親
雲
上
へ
上
せ
参
せ
候
由

　

一 

右
御
礼
之
儀
、
前
光
殿
御
釣
合
い
た
さ
れ
候
処
、
別
段
外
務
省
へ
伺
出
る
べ
く
、

早
々
の
御
礼
は
与
那
原
宮
内
省
へ
相
付
き
申
し
上
げ
候
様
、
御
達
こ
れ
あ
り
候

に
付
き
参
上
宮
内
省
御
取
次
申
し
上
げ
ら
れ

　

上 

様
よ
り
御
礼
の
儀
、
相
伺
わ
れ
候
処
、
藩
王
よ
り
宮
内
卿
へ
当
て
謝
詞
執
奏
を

請
ふ
の
書
翰
差
出
す
べ
き
旨
、
奥
書
を
以
て
相
下
さ
れ
候
付
、
御
書
翰
御
下
案

相
仕
立
さ
せ
、
伊
地
知
貞
馨
殿
御
内
見
に
入
れ
ら
れ
候
処
、
弥
（
い
よ
い
よ
）

其
通
り
宜
し
き
べ
き
段
、
申
さ
れ
た
る
由

　
　

 

右
伺
書
等
取
添
申
し
越
さ
る
紙
面
、
承
達
せ
し
め
、
御
写
真
屋
嘉
部
捧
げ
下
り
、

有
り
難
く

　
　

 

御
頂
戴
な
ら
れ
候
、
御
礼
の
儀
、
弥
御
書
翰
を
以
て
仰
せ
上
げ
ら
る
筈
候
、
此

旨
返
答
に
及
び
候
、
以
上

　
　

戌
二
月
十
日　
　
　

池
城
親
方　

浦
添
親
方　

宜
野
湾
親
方　

伊
江
王
子

　
　
　
　

津
波
古
親
方　

与
那
原
親
方

（
尚
家
文
書　

１
１
９
１
号
）　
　

　

摂
政
三
司
官
か
ら
在
番
親
方
あ
て
書
翰
で
あ
る
。
在
番
の
与
那
原
親
方
が
外
務
省

か
ら
出
頭
の
命
で
出
向
い
た
と
こ
ろ
、
藩
王
あ
て
天
皇
、
皇
后
の
御
写
真
が
下
賜
さ

れ
た
。
写
真
は
飛
脚
使
の
屋
嘉
部
里
之
子
親
雲
上
に
沖
縄
に
届
け
さ
せ
た
。
写
真
下

賜
の
御
礼
に
つ
い
て
は
、
与
那
原
が
宮
内
省
に
赴
い
て
申
し
上
げ
た
。
そ
の
際
上
様

（
尚
泰
）
か
ら
の
御
礼
に
つ
い
て
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
宮
内
卿
あ
て
に
藩
王
か
ら
書
翰

を
出
す
よ
う
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
伊
地
知
貞
馨
に
も
見
て
も
ら
っ
た
と
す
る

書
翰
案
な
ど
書
面
が
届
い
た
の
で
、
了
解
し
た
。
御
写
真
も
屋
嘉
部
が
捧
持
し
て
帰

国
、
有
り
が
た
く
頂
戴
し
た
。
御
礼
に
つ
い
て
は
、
書
翰
を
差
し
上
げ
る
の
で
、
そ

の
旨
、
返
答
で
あ
る
云
々
。
写
真
は
十
二
月
後
半
に
は
、
琉
球
首
里
城
に
届
い
て
い

る
が
、
王
府
が
ど
う
対
応
し
た
か
は
不
明
。

⑫
明
治
七
年
二
月
十
日
、
国
王
尚
泰
よ
り
天
長
節
并
新
正
、
紀
元
節
祝
賀
の
書
翰
、

　

献
納
物
に
つ
い
て
、
東
京
の
在
番
へ
返
答
の
事

　
　

琉
球
藩
王
よ
り

　

 

主
上
へ
新
正
祝
賀
之
儀
、
新
在
番
上
京
次
第
申
し
上
ぐ
る
筈
候
処
、
適
に
使
者
在

勤
自
分
よ
り
の
祝
賀
は
申
し
上
げ
な
が
ら
、
藩
王
よ
り
の
祝
賀
跡
（
あ
と
）
以
て

申
し
上
げ
候
儀
、
成
合
い
申
さ
ず
候
間
、
当
戌
年
在
番
は
当
年
新
正
、
紀
元
節
、

天
長
節
并
に
来
年
新
正
、
紀
元
節
書
翰
、
献
納
物
持
登
は
、
来
亥
年
在
番
よ
り
は

其
年
々
の
天
長
節
并
に
翌
年
新
正
、
紀
元
節
書
翰
、
献
納
物
持
登
り
候
方
、
委
細

琉
球
へ
問
い
越
す
べ
き
旨
、
伊
地
知
貞
馨
殿
よ
り
相
達
さ
れ
候
段
、
申
し
越
さ
る

紙
面
、
承
達
せ
ら
れ
、

　

 

御
聴
に
達
し
、
弥
来
年
新
正
、
紀
元
節
の
御
書
翰
、
献
納
物
并
に
我
々
書
状
も
此

節
差
し
登
せ
ら
れ
、

　

以
後
共
其
の
通
り
の
御
仕
向
に
仰
せ
付
け
ら
れ
候
、
此
の
旨
返
答
に
及
び
候
、
以
上

　
　
　

附　

本
文
通
り
仰
せ
付
け
ら
れ
候
て
も
在
番
初
て
の

　
　
　
　
　

 

謁
見
は
、
上
京
次
第
早
速
仰
せ
付
け
ら
る
べ
き
旨
、
承
知
致
さ
れ
候
段

も
相
達
し
候

　
　

戌
二
月
十
日　
　
　

池
城
親
方　

浦
添
親
方　

宜
野
湾
親
方

　
　
　
　

津
波
古
親
方　

与
那
原
親
方

（
尚
家
文
書　

１
１
９
１
号
）　
　

　

琉
球
藩
王
（
尚
泰
）
か
ら
主
上
（
天
皇
）
へ
の
正
月
、
紀
元
節
、
天
長
節
の
祝
賀

の
書
翰
や
献
納
物
の
献
上
に
つ
い
て
、そ
の
年
派
遣
の
東
京
在
番
で
対
応
と
な
る
と
、

交
替
時
期
が
四
、五
月
な
の
で
、
正
月
と
紀
元
節
は
間
に
合
わ
な
い
。
伊
地
知
貞
馨

の
提
案
の
、
そ
の
年
派
遣
の
在
番
に
天
長
節
と
来
年
の
新
正
、
紀
元
節
の
書
翰
と
献

納
物
を
持
ち
上
さ
せ
て
は
ど
う
か
と
あ
り
、
そ
れ
で
い
い
と
な
っ
た
の
で
、
我
々
三

司
官
の
書
状
も
併
せ
て
持
ち
登
ら
せ
る
こ
と
に
す
る
の
で
、
そ
の
つ
も
り
で
対
応
す

る
よ
う
に
云
々
。

⑬
明
治
七
年
二
月
十
四
日
、
天
皇
、
皇
后
の
御
写
真
下
賜
へ
の
礼
状

　
　

昨
冬

　

主
上

　

皇
后
の
御
写
真
頒
賜
し
、
諸
官
一
同
親
し
く

　

 

聖
願
を
拝
す
る
如
く
、
実
に
感
渥
の
至
り
に
勝
え
ず
、
因
て
謝
書
を
具
す
、
宜
し
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く
転
送
を
請
う　

敬
具

　
　

明
治
七
年
二
月
十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

琉
球
藩
王
尚
泰

　
　
　
　
　
　

宮
内
卿 

徳
大
寺
実
則　

閣
下

　
　

（
達
書
略
す
）

 

（
琉
球
処
分　

62
頁
）　
　

　

天
皇
、
皇
后
の
写
真
を
下
賜
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
藩
王
か
ら
の
御
礼
の
書
翰

で
あ
る
。「
諸
官
一
同
、親
し
く
聖
顔
を
拝
す
る
如
く
、感
渥
の
至
り
に
勝（
た
）え
ず
」

と
記
し
て
い
る
。

⑭
明
治
七
年
二
月
廿
八
日
、
天
長
節
で
献
上
用
の
細
上
布
の
し
み
入
り
の
件

　

 　

去
年
、
新
年
、
天
長
節
并
に
浦
添
親
方
差
し
上
げ
ら
れ
候
に
付
き
、
御
献
上
物
、

御
使
者
銘
々
よ
り
献
納
物
の
内
、
紺
島
細
上
布
は
御
延
べ
申
し
上
げ
置
き
候
処
、

此
の
節
相
届
き
候
に
付
き
、
見
調
べ
仕
り
候
処
、
二
拾
升
（
よ
み
）
の
内
、
七
反

は
船
中
し
み
入
り
相
成
り
候
に
付
き
、
拾
八
升
よ
り
調
べ
上
げ
、
拾
八
升
の
内
、

四
反
は
拾
七
升
よ
り
撰
び
出
し
を
以
て
、
今
月
十
三
日
都
（
す
べ
）
て
首
尾
能
く

献
上
相
済
ま
せ
申
し
候
、
此
の
段
御
問
合
せ
申
し
上
げ
候
、
以
上

　
　
　

戌
二
月
廿
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
那
原
親
方

　
　
　
　

伊
江
王
子
様　

宜
野
湾
親
方
様　

浦
添
親
方
様　

池
城
親
方
様

（
尚
家
文
書　

７
０
８
号
）　
　

〇
琉
球
藩
よ
り
新
年
、
天
長
節
等
の
献
納
品
残
り
当
今
着
候
に
付
き
、
相
納
め
た　

　

き
旨
、
別
紙
の
通
り
申
し
出
候
間
、
則
品
物
□
廻
し
申
し
候
、
然
る
べ
き
由
□　

　

□
こ
れ
あ
り
た
く
候
な
り

　
　

明
治
七
年
三
月　

日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

外
務
大
少
丞

　
　
　

宮
内
省
御
中

　

主
上
へ

　

一
紺
縞
細
上
布
拾
端

　
　
　

右
去
年
琉
球
藩
王
よ
り
新
年
御
祝
儀
に
付
き
献
納
物

　

一
紺
縞
細
上
布
拾
端

　
　
　

右
同
年　

天
長
節
御
祝
儀
に
付
き
右
同

　

一
紺
縞
細
上
布
拾
端

　
　
　

右
浦
添
親
方
出
京
に
付
き
右
同

　

皇
后
へ

　

一
紺
縞
細
上
布
五
端

　
　
　

右
同
人
出
京
に
付
き
右
同

　

主
上
へ

　

一
紺
縞
細
上
布
三
端

　
　
　

右
同
人　

謁
見
に
付
き
右
同

　

一
紺
縞
細
上
布
二
端

　
　
　

右
私　

謁
見
に
付
き
右
同

　

一
紺
縞
細
上
布
二
反

　
　
　

右
大
宜
見
親
雲
上
よ
り
右
同                

　
　

右
通
り
献
上
物
御
延
べ
申
し
上
げ
置
き
候
処
、
此
の
節
琉
球
よ
り
相
届
き
申　

　
　

し
候
間
、
献
納
仕
候
様
仰
せ
付
け
ら
る
べ
き
事

　
　
　

明
治
七
年
三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

琉
球
藩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
那
原
親
方

　
　
　
　

外
務
省
御
中

（
外
務
省　

天
長
節
祝
賀
一
件
／
１　

０
０
５
４
～
５
６
齣
）　
　

　

天
長
節
に
献
上
予
定
で
遅
れ
て
い
た
細
上
布
が
届
い
た
が
、
二
十
升
の
上
布
の

う
ち
七
反
が
船
中
で
シ
ミ
入
り
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
十
八
升
の
上
布
か
ら
三
反
、

十
七
升
の
上
布
か
ら
四
反
を
補
っ
て
、
漸
く
献
上
し
た
、
と
す
る
与
那
原
か
ら
の
報

告
で
あ
る
。
⑳
に
献
上
物
の
詳
細
が
あ
る
。
天
皇
へ
の
上
布
の
献
上
は
二
〇
反
、
皇

后
と
皇
太
后
へ
は
一
〇
反
ず
つ
で
、
計
四
〇
反
と
な
っ
て
い
た
。

⑮
明
治
七
年
三
月
十
六
日
、
皇
太
后
の
御
写
真
下
賜
の
件

　
　

 

右
御
下
賜
候
条
、
本
藩
へ
敬
送
致
す
べ
き
旨
、
別
紙
御
達
書
相
添
え
、
外
務
省

森
山
茂
殿
よ
り
相
下
さ
れ
候
に
付
き
、
上
様
よ
り
御
礼
向
き
の
儀
は
、
去
る
冬

主
上
、
皇
后
御
写
真
御
拝
領
の
御
礼
同
様
に
仕
る
べ
き
哉
と
御
同
人
御
釣
合
致

し
候
処
、弥
そ
の
通
り
宜
し
き
べ
き
段
、承
知
仕
り
候
間
、来
年
右
御
礼
御
同
様
、

宮
内
省
あ
て
の
御
謝
書
を
以
て
仰
せ
上
げ
ら
る
べ
き
儀
と
存
じ
奉
り
候
、
此
の

段
御
問
合
せ
申
し
上
げ
候
、
以
上

　
　
　

附 　

御
謝
表
の
儀
、
先
達
て
差
し
下
し
候
御
下
案
の
御
振
り
合
い
を
以
て
宜
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し
き
べ
き
と
別
段
組
立
、
御
釣
合
な
ど
仕
り
申
さ
ず
候

　
　
　

戌
三
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
那
原
親
方

　
　
　
　

伊
江
王
子
様　

宜
野
湾
親
方
様　

浦
添
親
方
様　

池
城
親
方
様

 

（
尚
家
文
書　

７
０
８
号
）　
　

〇　

昨
春

　

皇
太
后
の
御
写
真
頒
賜
し
、
諸
官
一
同
親
し
く

　

 

聖
願
を
拝
す
る
如
く
、
実
に
感
渥
の
至
り
に
勝
え
ず
、
因
っ
て
謝
書
を
具
す
、
宜

し
く
転
送
を
請
う　

敬
具

　
　

明
治
八
年
二
月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

琉
球
藩
王
尚
泰

　
　
　
　
　
　

宮
内
卿 

徳
大
寺
実
則　

閣
下

（
琉
球
処
分　

62
頁
）　
　

　

皇
太
后
の
写
真
下
賜
に
対
す
る
御
礼
に
つ
い
て
、
昨
年
冬
の
天
皇
、
皇
后
の
写
真

を
下
賜
さ
れ
た
際
と
同
様
で
よ
い
か
、
問
い
合
せ
て
、
そ
の
通
り
と
の
指
示
あ
り
。

⑯
明
治
七
年
四
月
五
日
、
津
波
古
親
方
上
京
、
与
那
原
親
方
帰
国
に
つ
き
、
宮
内
省

へ
挨
拶
、
赤
坂
離
宮
で
謁
見
。
国
王
他
か
ら
の
新
年
、
紀
元
節
の
御
状
提
出
。
主
上

と
皇
后
の
写
真
下
賜
へ
の
謝
表
も
差
し
上
げ
た
。

　

一 

今
月
五
月
（
日
カ
）
津
波
古
親
方
初
て
謁
見
幷
に
与
那
原
親
方
御
暇
に
付
、
拝

謁
仰
せ
付
け
ら
れ
候
間
、
礼
服
着
用
、
宮
内
省
へ
参
り
伺
い
致
す
べ
き
旨
、
外

務
省
よ
り
御
達
こ
れ
あ
り
。
四
ツ
時
分
、
色
衣
冠
に
て
御
同
省
へ
参
上
、
御
書

翰
御
目
録
御
調
部
に
入
れ
…
赤
坂
離
宮
罷
り
上
が
り
…
宮
内
省
官
員
衆
御
取
次

差
し
上
げ
…
御
対
面
所
へ
出
御
、
謁
見
仰
せ
付
け
ら
れ
、
済
ま
せ
て
退
去
…

　
　
　

附　

各
様
よ
り　

新
年
、
紀
元
節
の
御
状
も
外
務
省
へ
差
し
出
し
申
し
候

　

一
主
上･

皇
后
御
写
真
幷
に
去
年
御
拝
領
物
仰
せ
付
け
ら
れ
、
且
つ
鹿
児
島
県
館

　
　

地
下
賜
せ
ら
れ
、
且
つ
貢
米
定
額
等
仰
せ
付
け
ら
れ
候
御
謝
表
も
同
日
首
尾
能

　
　

く
差
し
上
げ
申
し
候
…

（
史
料
稿
本　

４
２
２
項
）　
　

　

東
京
在
番
の
交
替
で
、
与
那
原
親
方
が
離
任
、
津
波
古
親
方
が
着
任
で
あ
る
。
二

人
と
も
宮
内
省
へ
挨
拶
に
赴
き
、
津
波
古
か
ら
首
里
王
府
の
諸
書
類
の
提
出
、
ま
た

国
王
他
か
ら
の
新
年
と
紀
元
節
の
祝
う
書
状
を
提
出
し
た
。
さ
ら
に
天
皇
皇
后
の
写

真
の
下
賜
と
去
年
の
拝
領
物
等
に
対
す
る
御
礼
の
書
翰
も
差
し
上
げ
た
と
あ
る
。

⑰
明
治
七
年
四
月
九
日
、
津
波
古
親
方
、
年
頭
及
び
天
長
節
慶
賀
の
使
者
兼
在
番
と

し
て
上
京

　

 　

同
治
十
三
年
（
明
治
七
年
）
甲
戌
、
年
頭
及
び
天
長
節
を
慶
賀
す
る
こ
と
の
た

め
に
、
東
氏
津
波
古
親
方
政
正
を
遣
わ
す
。
二
月
二
十
三
日
前
（
す
す
）
み
て
薩

州
に
赴
き
、
三
月
二
十
六
日
東
京
に
到
る
。
翌
年
五
月
二
十
七
日
回
国
す
。

（
史
料
稿
本　

４
２
３
項
）　
　

〇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

津
波
古
親
方

　

右
は

　

新
年　

　

紀
元
節

　

天
長
節
御
祝
儀
の
使
者
幷
び
に
在
番
勤
め
申
し
付
け
ら
れ
、
四
月
五
日
那
覇
川　

　

出
艦
、
同
九
日
鹿
児
島
県
着
、
同
十
八
日
同
所
出
艦
、
所
々
汐
掛
に
て
昨
十
一　

　

日
上
着
仕
申
し
候
、
此
の
段
御
届
け
申
し
候
な
り

　
　

明
治
七
年
五
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

琉
球
藩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
那
原
親
方

　
　
　

外
務
省
御
中

（
外
務
省　

琉
球
関
係
雑
件 

０
１
６
９
齣
）　
　

⑱
明
治
七
年
十
二
月
十
四
日
、
藩
王
及
び
諸
官
へ
三
大
節
酒
饌
料
下
賜
の
件

　
　
　
　

内
務
省
伺　

　

 　

琉
球
藩
の
儀
、
順
序
を
逐
（
お
）
い
、
追
々
藩
政
改
正
致
し
た
き
目
途
に
候
間
、

成
る
べ
く
恩
義
を
感
戴
致
さ
せ
、
障
害
こ
れ
無
き
事
に
は
、
予
（
あ
ら
か
じ
）
め

其
の
地
を
為
し
置
き
申
し
た
く
、
是
ま
で
御
祝
日
に
は
在
番
親
方
一
人
へ
の
み
奏

任
に
準
じ
、
酒
饌
料
下
さ
れ
、
そ
の
余
は
下
賜
せ
ず
候
へ
ど
も
、
新
年
、
天
長
節

に
は
藩
王
よ
り
は
方
物
を
も
献
じ
、
摂
政
、
三
司
官
よ
り
は
祝
書
呈
上
、
藩
王
は

一
等
官
、
摂
政
四
等
、
三
司
官
準
六
等
に
も
仰
せ
つ
け
ら
れ
候
事
故
、
藩
王
は
勅

任
官
、
摂
政
三
司
官
並
在
番
親
方
は
奏
任
官
、
其
の
余
は
別
紙
役
員
凡
そ
四
十
九

人
判
任
官
に
見
な
し
、
新
年
宴
会
、
紀
元
節
、
天
長
節
の
三
祝
日
に
は
酒
饌
料
下

さ
れ
た
く
、
即
ち
来
る
八
年
一
月
新
年
宴
会
よ
り
下
賜
し
、
藩
地
一
般
、
奉
祝
候

様
致
さ
せ
た
く
、
此
の
段
相
伺
い
候
也

　
　
　

七
年
十
二
月
十
四
日　
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伺
の
通
り　
　

　
　
　

一
月
七
日

　
　
　

評
定
所　

摂
政　

一
人　

／　

三
司
官　

三
人　

／　

在
番
親
方　

一
人　

　
　
　

以
上
五
人　

奏
任
官

　
　
　

 　

物
奉
行
所　

従
二
品　

物
奉
行　

三
人　

／　

正
四
品　

吟
味
役　

三
人

…　

以
下
略

　
　
　

 　

申
口
方　
　

正
三
品　

鎖
之
側　

一
人　

／　

同　

双
紙
庫
里　

一
人

　
　
　
　

 

同　

泊
地
頭　

一
人　
　

四
品　

日
帳
主
取　

二
人　

／　

同　

吟
味
役

二
人　

…
以
上
四
十
九
人
判
任
官

　
　
　
　

〇
左
院
議
按　

法
制
課
主
査

　
　

 

内
務
省
伺
、
三
祝
日
、
琉
球
藩
王
始
め
以
下
云
々
の
趣
、
審
議
を
遂
げ
候
処
に

藩
王
以
下
、
順
序
を
以
て
官
等
に
列
せ
ら
れ
候
上
は
酒
饌
料
下
さ
れ
候
儀
、
相

当
に
候
間
、
御
聞
き
済
ま
し
相
な
り
然
る
べ
く
存
じ
候
な
り

　
　
　
　
　
　

（
七
年
十
二
月
廿
五
日
）

（
沖
縄
県
史
12
巻　

51
項
）　
　

　

新
年
、
紀
元
節
、
天
長
節
の
三
大
節
に
際
し
、
政
府
か
ら
の
酒
饌
料
の
下
賜
に
つ

い
て
、
琉
球
藩
か
ら
は
従
来
東
京
の
在
番
親
方
一
人
に
対
し
て
で
あ
っ
た
が
、
今
後

の
藩
政
改
正
の
こ
と
も
あ
り
、
政
府
に
恩
義
を
感
じ
さ
せ
る
た
め
に
も
、
藩
王
か
ら

方
物
の
献
上
も
あ
り
、
藩
王
以
下
官
位
に
も
列
せ
ら
れ
て
も
い
る
の
で
、
酒
饌
料
を

下
賜
し
て
は
ど
う
か
、
と
の
内
務
省
の
伺
が
あ
り
、
左
院
で
了
解
さ
れ
て
い
る
。

　

勅
任
官
の
藩
王
以
下
奏
任
官
五
人
、
判
任
官
四
十
九
人
の
計
五
十
五
人
が
、
酒
饌

料
を
支
給
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
沖
縄
に
は
、
㉕
に
よ
り
在
京
の
琉
球
藩
邸
で
、
換

金
し
て
送
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
三
大
節
も
利
用
し
て
の
士
族
層
へ
の
懐
柔
策

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
後
の
展
開
を
み
る
と
功
を
奏
し
た
と
は
言
い
難
い
。

　

な
お
、
酒
饌
料
は
三
大
節
な
ど
で
の
宮
中
の
宴
で
提
供
さ
れ
る
酒
饌
（
酒
、
肴
、

料
理
）
の
代
わ
り
に
下
賜
さ
れ
た
金
銭
の
こ
と
で
あ
る
。
明
治
五
、六
年
の
天
長
節

で
は
料
理
等
が
提
供
さ
れ
て
い
た
が
、
明
治
八
年
に
は
酒
饌
料
の
下
賜
と
な
っ
て
い

た
。
因
み
に
、
明
治
五
年
正
月
の
事
例
だ
と
勅
任
官
が
取
肴
、
作
身
（
さ
し
み
）、

吸
物
（
鯛
、
昆
布
）
な
ど
二
汁
七
菜
、
奏
任
官
二
汁
五
菜
、
判
任
官
一
汁
三
菜
と
な
っ

て
い
た
（
児
玉
定
子
「
宮
廷
の
食
事
様
式
（
幕
末
・
明
治
）
日
本
の
食
事
様
式 

補

遺
（
１
）」『
帝
京
短
期
大
学
紀
要
』
５
）。
明
治
四
年
の
法
令
で
の
酒
饌
の
軽
費
を

み
る
と
、
勅
任
官
一
円
七
〇
銭
、
奏
任
官
八
五
銭
、
判
任
官
四
五
銭
と
な
っ
て
い
た

（
明
治
四
年 

「
大
蔵
省
法
令
全
書
」）

⑲ 

明
治
八
（
１
８
７
５
）
年
三
月
十
八
日
、
高
安
親
方
、
年
頭
兼
天
長
、
紀
元
節
等

慶
賀
使　

と
し
て
上
京
。　
　

　

 　

同
（
光
緒
）
元
年
、
向
氏
高
安
親
方
朝
崇
を
遣
わ
し
、
年
頭
兼
天
長
、
紀
元
等

の
節
を
慶
賀
す
。
三
月
十
八
日
前
ん
で
薩
州
に
赴
き
、四
月
初
八
日
東
京
に
到
る
。

翌
年
十
月
初
七
日
回
国
す
。

（
史
料
稿
本　

４
５
３
項
）　
　

〇
同
治
十
四
乙
亥
三
月
十
八
日　

新
暦
四
月
廿
三
日

　

一
東
京
へ
新
年
、
紀
元
節
、
天
長
節
御
祝
儀
の
使
者
仰
せ
付
け
ら
れ
寧
靜
丸
へ　

　
　

 

乗
合
、
今
月
十
五
日
四
ツ
頭
時
分
那
覇
川
出
艦
、
大
島
汐
掛
に
て
今
日
夜
五
ツ

時
分
、
鹿
児
島
県
前
之
浜
上
着
致
し
候
事

　

一 

右
に
付
き
夜
四
ツ
頭
時
分
、
上
築
地
よ
り
上
陸
、
詰
合
い
の
役
々
迎
え
に
罷
り

出
候
に
付
き
、
御
書
翰
は
先
に
備
へ
、
付
添
并
蔵
役
、
書
役
、
重
み
書
役
、
与
力
、

医
者
一
同
、
館
内
本
門
よ
り
玄
関
罷
通
り
、
御
書
翰
床
上
右
表
へ
錺
置
き
候
事

（
尚
家
文
書　

７
０
１
号
）　
　

⑳
明
治
八
年
三
月
二
十
八
日
、
琉
球
藩
王
よ
り
物
品
献
上
の
件

　
　

 　
　

琉
球
藩
王
よ
り
献
上
物
之
儀
に
付
伺

　

 　

今
般
上
京
の
琉
球
官
員
よ
り
別
紙
品
物
の
通
り
、
藩
王
よ
り
献
上
物
仕
り
た
き

旨
、
申
し
出
候
処
、
兼
ね
て
時
々
の
献
上
物
は
、
説
諭
を
加
え
差
し
止
め
候
様
、

外
務
省
所
轄
中
御
達
の
趣
き
も
こ
れ
あ
り
候
得
共
、
先
般
御
写
真
頂
戴
、
三
祝
日

酒
饌
等
も
成
し
く
だ
さ
れ
、
旁
（
か
た
が
た
）
恩
謝
の
た
め
微
志
を
表
し
奉
り
た

く
、
態
々
（
わ
ざ
わ
ざ
）
遠
海
の
場
所
持
ち
越
し
候
旨
、
懇
々
申
し
立
て
候
に
付

き
、
申
し
出
の
通
り
献
上
致
さ
せ
、
此
の
た
び
上
京
の
琉
官
帰
潘
の
節
、
相
当
の

御
品
下
賜
候
は
ば
然
る
べ
き
と
存
じ
候
。
尤
も
明
二
十
八
日
午
前
十
時
拝
謁
仰
せ

つ
け
ら
れ
候
に
付
き
、
其
の
節
、
献
呈
致
し
た
き
旨
申
し
出
候
間
、
本
日
中
御
指

令
之
あ
り
た
く
、
此
の
段
相
伺
い
候
也

　
　
　

明
治
八
年
三
月
二
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
務
卿　

大 

久 

保 

利 

通
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太
政
大
臣　
　

三 

条 

実 

美　

　
　

伺
の
通
り

　
　

明
治
八
年
三
月
二
十
八
日

 

（
付
属
書
１
）

　

 　

謹
ん
で
白
（
も
う
）
す
、
今
般
御
用
有
り
て
三
司
官
毛
有
斐
並
に
馬
兼
才
、
同

道
鎖
之
側
向
徳
宏
附
き
添
い
上
京
せ
し
む
、
茲
に
因
り
微
物
を
備
え
謹
ん
で
聖
安

を
窺
う
、
伏
し
て
奏
聞
を
請
う

　
　
　
　

明
治
八
年
二
月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

琉
球
藩
王　

尚　

泰　

謹
ん
で
奏
す

　
　
　
　

謹
ん
で
具
（
そ
な
）
う

　
　

 

紺
地
縞
細
上
布　

十
端　

／　

紺
縞
細
上
布　

十
端　

／　

縞
紬　

十
端 

／

円
金　

一
本　

／　

粧
緞　

一
本　

／　

太
平
布　

十
疋　

／

　
　

青
貝
中
央
卓　

一
脚　

／　

焼
酎　

十
壺

　
　
　
　

奉　

申　

敬　

（
敬
い
申
し
奉
る 

カ
）

（
付
属
書
２
）　

皇
后
宮
あ
て　
　

文
書
、
献
上
品
（
種
類
同
、
数
量
約
半
数
）
略

（
付
属
書
３
）　

皇
太
后
宮
あ
て　

同　

左

　

 　

別
紙
、
内
務
省
伺
、
琉
球
藩
献
上
物
の
儀
、
朱
書
の
通
り
指
令
に
及
び
候
条
、

此
の
旨
心
得
と
し
て
相
達
し
候
事

　
　
　

明
治
八
年
三
月
二
十
八
日　
　
　
　
　

　
　

太
政
大
臣　
　

三 

条 

実 

美

〇
明
治
八
年
三
月
二
十
八
日　
　

同
日
来　

印

　
　

大 

臣　

印　
　
　

参 

議　
　

印　
　
　
　

庶
務
課
長　
　

印

　

内
務
省
伺
、
今
般
琉
球
官
員
上
京
に
付
き
、
藩
王
よ
り
別
紙
目
録
の
通
り
献
上
致

し
た
き
旨
、
申
し
出
候
処
、
献
上
物
の
儀
は
兼
ね
て
御
達
の
趣
も
こ
れ
あ
り
候
得
共
、

恩
謝
の
た
め
微
志
を
表
し
た
く
、
懇
々
申
し
立
て
、
既
に
遠
海
品
物
を
齎
（
も
た
ら
）

し
来
た
り
候
儀
に
付
き
、
申
し
出
候
通
り
献
納
致
さ
せ
、
帰
潘
の
節
相
当
の
御
品
下

賜
候
方
然
る
べ
き
旨
、
伺
の
通
り
御
許
允
相
成
り
然
る
べ
し
、
依
っ
て
御
指
令
案
、

御
達
案
と
も
相
伺
候
也

　
　
　
　
　

御 

指 

令 

案

　
　

伺
の
通
り

　
　
　
　
　

宮
内
省
へ
御
達
案

　

 　

別
紙
内
務
省
伺
、
琉
球
藩
献
上
物
の
儀
、
朱
書
の
通
り
指
令
に
及
び
候
条
、
此

の
旨
心
得
と
し
て
相
達
し
候
事

　
　
　

明
治
八
年
三
月
二
十
八
日　

          

 

（
沖
縄
県
史
12
巻　

57
項
）　
　

　

明
治
七
年
の
年
末
に
、
藩
王
以
下
摂
政
、
三
司
官
始
め
王
府
の
中
枢
の
役
人
に
、

新
年
、
天
長
節
、
紀
元
節
の
三
祝
日
の
酒
饌
料
を
下
賜
す
る
こ
と
が
決
定
し
、
ま
た

天
皇
、
皇
后
の
写
真
の
下
賜
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
藩
王
が
天
皇
、
皇
后
、
皇
太
后

に
対
し
、
御
礼
と
し
て
紺
縞
細
上
布
な
ど
献
上
し
た
い
旨
の
申
し
出
が
あ
り
、
こ
れ

の
許
可
に
際
し
て
の
内
務
省
、
宮
内
省
の
文
書
、
及
び
尚
泰
の
文
書
で
あ
る
。
三
司

官
の
毛
有
斐
は
池
城
親
方
安
規
、
鎖
之
側
の
向
徳
宏
は
幸
地
親
方
朝
常
で
、
池
城
は

明
治
九
年
に
東
京
で
客
死
、
幸
地
朝
常
は
脱
清
し
て
同
二
十
四
年
彼
の
地
で
客
死
し

て
い
る
。

㉑
明
治
八
年
五
月
十
八
日
、
琉
球
藩
処
分
着
手
の
順
序
見
込
の
件

　

 　

琉
球
藩
上
京
官
員
…
処
分
の
儀
は
…
緩
急
見
計
ら
い
取
り
計
ら
う
べ
き
云
々
、

御
達
に
付
き
猶
又
着
手
順
叙
（
序
カ
）
の
見
込
み
、
左
件
に
申
し
上
げ
候

　

一 

清
国
関
係
の
事
は
…
四
ケ
条
共
廃
止
の
命
令
…
慶
賀
使
派
遣
、
隔
年
朝
貢
の
二

件
は
…
断
然
差
し
留
め
然
る
べ
き
哉
…
福
州
に
在
る
琉
球
館
及
び
藩
王
代
替
に

付
き
冊
封
廃
止
の
二
件
は
…
一
時
該
藩
の
都
合
に
任
せ
然
る
べ
き
哉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…　

略　

…

　

一
明
治
の
年
号
を
奉
じ
、
年
中
の
礼
式
御
布
告
通
り
遵
奉
の
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…　

略　

…

　
　
　

明
治
八
年
五
月　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
務
卿　

大 

久 

保 

利 

通

　
　

太
政
大
臣　

三 

条 

実 

美

（
沖
縄
県
史
12
巻　

74
項
）　
　

　

琉
球
処
分
の
達
書
内
容
の
確
認
と
着
手
の
順
序
、
時
期
に
つ
い
て
大
久
保
内
務
卿



（32）－ 171 －

か
ら
三
条
太
政
大
臣
あ
て
の
伺
い
文
。
条
文
の
一
つ
に
「
年
中
の
礼
式
御
布
告
通
り

遵
奉
の
件
」
と
あ
り
、
天
長
節
等
の
祝
賀
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。　

㉒
明
治
八
年
五
月
十
九
日
、
琉
球
藩
高
安
親
方
、
在
番
上
京
の
件

　
　
　
　

琉
球
藩
高
安
親
方
在
番
上
京
の
儀
に
付
き
御
届

　

 　

琉
球
藩
高
安
親
方
、
三
祝
日
御
賀
並
び
に
在
番
と
し
て
、
本
月
十
三
日
着
京
候

に
付
き
、
別
紙
摂
政
、
三
司
官
の
書
翰
、
津
波
古
親
方
届
書
相
添
え
御
届
申
し
上

げ
候
也

　
　
　

明
治
八
年
五
月
十
九
日　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
務
卿　

大 

久 

保 

利 

通　
　

　

太
政
大
臣　

三 

条 

実 

美

　

（
付
属
書
１
）

　

 　

右
は
、
新
年
、
紀
元
節
、
天
長
節
御
祝
儀
の
使
者
並
び
に
在
番
勤
め
申
し
付
け

ら
れ
、
四
月
二
十
日
那
覇
川
出
艦
、
同
二
十
三
日
鹿
児
島
県
着
艦
、
同
三
十
日
同

所
出
艦
、
五
月
三
日
大
坂
着
艦
、
同
十
日
同
所
出
艦
、
昨
晩
品
川
着
艦
、
今
日
上

陸
仕
り
申
し
候
、
此
の
段
御
届
け
申
し
候
也

　
　
　
　

明
治
八
年
五
月
十
三
日　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

琉
球
藩　

津 

波 
古 
親 

方　

　
　

内
務
卿　

大 

久 

保 

利 

通

　

（
付
属
書
２
）　
　

　

 　

新
年
、
紀
元
節
、
天
長
節
の
諸
祝
儀
申
し
上
ぐ
べ
き
た
め
、
使
者
高
安
親
方
差

し
上
げ
、
在
番
勤
め
を
も
申
し
付
け
ら
れ
候
、
万
端
然
る
べ
き
様
御
引
き
進
め
、

御
依
頼
申
し
候
也

　
　
　
　
　
　

三
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

浦
添
親
方　

宜
湾
親
方　

伊
江
王
子

　
　

内
務
卿　

大 

久 

保 

利 

通　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

（
沖
縄
県
史
12
巻　

75
項
）　
　

㉓
明
治
八
年
六
月
三
日
、
琉
球
藩
へ
達
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

琉
球
藩

　

一
藩
内
一
般
、
明
治
の
年
号
を
奉
じ
、
年
中
の
儀
礼
等
総
て
御
布
告
の
通
り
遵　

　
　

行
致
す
べ
き
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…　

略　

…

　
　

右
条
件
の
通
り
心
得
べ
く
、
此
の
旨
相
達
し
候
事

　
　
　

明
治
八
年
六
月
三
日　
　
　

太
政
大
臣　
　

三 

条 

実 

美  

（
沖
縄
県
史
12
巻　

79
項
）　

㉔
明
治
八
年
六
月
六
日
、
内
務
省
よ
り
処
分
の
達
書
手
交
、
池
城
親
方
ら
の
嘆
願
書

　

 　

昨
日
内
務
卿
よ
り
、
池
城
親
方
、
与
那
原
、
幸
地
、
御
用
こ
れ
あ
り
参
上
致
し

候
処
、
御
地
一
般
明
治
年
号
を
奉
じ
、
藩
政
改
革
等
の
儀
に
付
き
、
別
紙
写
の
通

り
太
政
官
よ
り
の
御
達
書
、
内
務
少
輔
林
友
幸
殿
よ
り
御
渡
し
相
成
り
、
至
極
案

外
の
儀
に
て
、
何
と
も
御
請
け
成
り
難
く
…
是
ま
で
の
形
成
等
委
し
く
申
し
上
げ

候
に
付
き
…
情
実
の
所
能
く
御
汲
み
取
り
、
御
達
書
取
り
返
し
相
成
り
、
先
ず
以

て
安
心
仕
り
申
し
候
…

　
　
　

亥
六
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

幸
地
親
雲
上　

与
那
原
親
方　

 

高
安
親
方 　

池
城
親
方

　
　
　
　

伊
江
王
子　

宜
湾
親
方　

浦
添
親
方

　

 　

藩
内
一
般
、
明
治
の
年
号
を
奉
じ
、
年
中
の
儀
礼
等
総
て
御
布
告
の
通
り
遵
行
、

且
つ
藩
政
改
革
致
す
べ
き
旨
、
三
条
公
よ
り
御
達
の
趣
承
知
仕
り
候
、
こ
れ
に
依

り
願
い
奉
り
候
儀
、
恕
懼
至
極
存
じ
奉
り
候
得
共
…
管
内
一
般
明
治
の
年
号
を
奉

じ
候
様
に
と
の
趣
意
は
相
除
か
れ
候
に
付
き
、
新
年
、
紀
元
節
、
天
長
節
な
ど
の

祝
賀
、
御
布
告
通
り
遵
奉
仕
る
べ
き
段
申
し
上
げ
置
き
候
通
り
御
座
候
…
明
治
の

年
号
を
奉
じ
且
つ
藩
政
改
革
仰
せ
付
け
ら
れ
候
は
…
右
両
件
是
ま
で
通
り
仰
せ
付

け
置
か
れ
下
さ
れ
た
く
願
い
奉
り
候
…

　
　
　
　

明
治
八
年
六
月
六
日　
　
　

         
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    　

幸
地
親
雲
上　

他
略

　
　
　
　

内
務
卿　

大 

久 

保 

利 

通             

（
史
料
稿
本　

４
８
４
項
）　
　

　

 　

太
政
大
臣
の
達
書
の
条
文
の
天
長
節
等
の
祝
賀
に
つ
い
て
は
遵
奉
す
る
が
、
明

治
年
号
の
使
用
と
藩
政
改
革
に
つ
い
て
は
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
嘆
願
し
て
い

る
。
こ
こ
で
の
交
渉
で
、
琉
球
は
藩
と
し
て
天
長
節
の
実
施
を
受
け
入
れ
た
事
が
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分
か
る
。

㉕
明
治
八
年
十
月
六
日
、
天
長
節
に
付
き
、
池
城
親
方
ら
赤
坂
離
宮
参
内

  
一
今
月
（
十
月
）
六
日

　
　

 
天
長
節
御
祝
儀
に
付
き
、
兼
ね
て
内
務
省
御
釣
合
の
上
五
ツ
頭
時
分
、
池
城
親

方
、
高
安
色
衣
冠
に
て
赤
坂
離
宮
へ
罷
り
上
り
、
宮
内
省
官
員
衆
御
取
次
、
御

書
翰
、
御
献
上
物
差
し
上
げ
、
両
人
よ
り
の
御
祝
儀
も
名
札
を
以
て
申
し
上
げ

退
館
仕
り
申
し
候

　
　
　
　

附　

一 

富
川
親
方
は
御
請
御
札
未
だ
相
済
ま
ず
候
に
付
き
、
御
祝
儀
申
し

上
げ
に
及
ぶ
間
敷
や
と
、
内
務
省
御
釣
合
致
さ
せ
候
処
、
弥
申
し

上
げ
に
及
ば
ず
。
宜
湾
親
方
は
未
だ
御
免
職
の
御
達
相
成
ら
ず
候

に
付
き
て
は
御
祝
儀
申
し
上
げ
候
様
こ
れ
あ
り
た
る
由
、
且
つ
摂

政
御
引
き
取
り
は
松
田
殿
へ
御
請
書
御
差
し
出
し
相
成
り
候
得

共
、
今
ほ
ど
は
政
府
の
御
吟
味
相
替
わ
る
儀
も
計
り
が
た
く
候
に

付
き
、
伊
江
王
子
よ
り
の
御
祝
儀
も
先
ず
以
て
差
し
登
し
置
か
れ

候
通
り
申
し
上
げ
ら
れ
然
る
べ
き
哉
と
申
し
談
じ
□
御
両
人
并
に

浦
添
親
方
よ
り
の
祝
賀
御
状
、
内
務
省
へ
差
し
上
げ
候

　
　
　
　
　
　

一 

判
任
官
惣
代
と
し
て
随
行
親
方
、
親
雲
上
の
内
両
名
、
内
務
省
へ

参
賀
致
し
候
様
、
御
達
こ
れ
あ
り
、
喜
屋
武
、
親
里
色
衣
冠
に
て

出
頭
致
し
候

　
　
　
　
　
　

一　
　
　

 

　
　
　
　
　
　

上 

様
御
始
め
諸
官
員
へ
、
酒
饌
料
と
し
て
金
札
御
渡
し
こ
れ
あ
り
候

間
、
銭
繰
り
替
え
差
し
下
す
べ
く
候
、
尤
も
在
京
の
面
々
は
爰
許

に
て
頂
戴
致
さ
せ
候

（
尚
家
文
書　

６
７
４
項
）　
　

　

〇
一 

今
日
天
長
節
に
付
き
、
池
城
親
方
御
一
同
色
衣
紗
綾
冠
に
て
、
附
添
祝
嶺
里

之
子
親
雲
上
召
し
列
れ
、
五
ツ
時
分
内
務
省
出
頭
御
釣
合
、
赤
坂
離
宮
へ
罷

り
上
り
、
宮
内
省
官
員
衆
取
次
、
御
書
翰
、
御
目
録
、
献
上
物
差
し
上
げ
、

私
共
よ
り
の
御
祝
儀
答
礼
を
以
て
申
し
上
げ
、
九
ツ
時
分
罷
り
帰
り
候
事

　
　
　
　

附　

一
御
目
録
、
献
上
物
等
は
役
所
日
記
に
相
見
得
候
也

　
　
　
　
　
　

一
御
酒
饌
成
し
下
さ
れ
候
に
付
き
、
則
御
礼
申
し
上
げ
候
也

（
尚
家
文
書　

７
０
１
号
）　
　

　

〇
一 

今
日
天
長
節
に
付
き
、
高
安
親
方
一
同
色
紗
綾
冠
に
て
、
在
番
附
添
祝
嶺
里

之
子
親
雲
上
召
し
列
れ
、
内
務
省
へ
出
頭
御
釣
合
の
上
、
赤
坂
離
宮
へ
罷
り

上
り
、
宮
内
省
官
員
衆
御
取
次
、
名
札
を
以
て
御
祝
儀
申
し
上
げ
帰
邸
致
し

候
事

　
　
　
　

附　

随
行
の
人
数
は
内
務
省
出
頭
拝
賀
申
し
上
げ
候
也

 

（
尚
家
文
書　

７
０
２
号
）　
　

　

天
長
節
に
際
し
、
祝
賀
の
書
翰
を
差
し
上
げ
る
の
は
藩
王
及
び
摂
政
、
三
司
官
と

在
番
親
方
ま
で
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、宜
湾
親
方
の
退
任
と
富
川
親
方
の
就
任
は
、

未
だ
手
続
が
完
了
し
て
い
な
い
と
し
て
、
富
川
親
方
は
祝
儀
に
及
ば
ず
、
宜
湾
は
必

要
と
あ
る
。
ま
た
伊
江
王
子
の
摂
政
退
任
の
手
続
も
ま
だ
の
よ
う
で
、
御
祝
儀
す
る

よ
う
に
と
あ
る
。
酒
饌
料
の
金
札
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
現
地
の
藩
王
始
め
摂
政
、
三

司
官
に
も
下
賜
さ
れ
、
銭
（
現
金
）
に
換
え
て
差
し
下
す
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。

　
㉖
明
治
八
年
、
王
府
で
天
長
節
等
の
礼
を
行
う　

　
　
　

 　

本
年
（
尚
泰
二
十
八
乙
亥
）、東
京
の
告
暁
有
る
に
よ
り
、従
い
て
新
年
宴
、

紀
元
節
、
天
長
節
等
の
礼
を
行
う

　

 　

此
の
年
、
有
る
所
の
新
年
宴
、
紀
元
節
、
天
長
節
等
の
礼
は
、
宜
し
く
応
に
牌

暁
す
る
所
の
如
く
、
皆
、
従
行
を
為
す
べ
し
等
の
由
、
業
（
す
で
）
に
東
京
の
牌

暁
有
り
、
随
い
て
即
ち
踏
行
す

（『
球
陽
』
附　

２
５
４
項
）　
　

　

六
月
三
日
の
太
政
大
臣
の
達
書
（
㉒
）
が
王
府
に
も
た
ら
さ
れ
、
新
年
宴
と
紀
元

節
は
す
で
に
時
期
を
逸
し
て
い
た
が
、
十
一
月
三
日
の
天
長
節
は
、
こ
の
年
か
ら
行

わ
れ
た
事
に
な
る
。

㉗
明
治
九
（
１
８
７
６
）
年
二
月
十
八
日
、
富
盛
親
方
、
東
京
詰
在
番
役
で
上
京

　
　

一 
天
長
節
并
来
年
頭
、
紀
元
節
の
慶
賀
使
仰
せ
つ
け
ら
れ
、
大
有
丸
へ
乗
船
、

内
務
省
九
等
出
仕
福
崎
季
連
殿
御
同
船
に
て
、一
昨
日
十
六
日
那
覇
川
出
艦
、

今
日
四
ツ
時
分
鹿
児
島
県
前
之
浜
着
艦
致
し
候
事

　
　

一 

右
に
付
き
早
速
上
築
地
よ
り
上
陸
、
詰
合
の
役
々
并
用
向
掛
市
来
平
太
殿
出

迎
え
ら
れ
候
に
付
き
、
御
書
翰
先
に
備
え
、
役
々
一
同
館
内
本
門
よ
り
玄
喚
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罷
り
通
り
、
御
書
翰
床
上
右
表
へ
錺
（
か
ざ
）
り
置
き　

…

　
　

一 

（
三
月
三
日
）
同
日
未
明
同
所
出
艦
、
四
ツ
頭
時
分
大
坂
着
艦
、
早
速
上
陸

詰
役
々
出
迎
え
、
一
同
出
張
所
へ
差
し
越
し
候
事
…

　
　

一 
同
日
七
ツ
時
分
、東
京
よ
り
早
々
登
京
致
す
べ
き
と
の
電
報
こ
れ
あ
り
候
処
、

従
二
位
様
御
湯
治
御
暇
済
ま
せ
ら
れ
、
追
々
神
戸
、
大
坂
の
間
御
下
向
遊
ば

さ
る
べ
く
、
御
同
様
へ
の
御
書
翰
、
御
目
録
持
ち
登
り
居
り
候
に
付
き
、
東

京
へ
も
問
合
せ
の
上
、
登
京
見
合
い
候
事

　
　

一 

（
三
月
二
十
三
日
）
五
ツ
時
分
品
川
上
着
、
在
京
の
御
使
者
衆
よ
り
御
物
支

配
係
大
宜
見
里
之
子
親
雲
上
、
門
番
召
し
列
れ
、
船
元
へ
迎
え
に
御
遣
わ
さ

れ
候
に
付
き
、
支
度
替
え
に
て
一
同
品
川
へ
上
陸
、
私
共
一
行
の
人
数
、
人

力
車
よ
り
出
立
、
池
城
親
方
、
高
安
親
方
…
其
の
外
役
々
新
橋
へ
迎
え
に
御

出
こ
れ
あ
り
、
同
所
よ
り
私
、
書
役
川
平
里
之
子
親
雲
上
、
与
力
与
座
里
之

子
親
雲
上
、
書
役
糸
満
里
之
子
親
雲
上
案
内
、
内
務
省
参
上
、
上
着
の
御
届

申
し
上
げ
、
八
ツ
時
分
琉
球
館
到
着
、
池
城
親
方
よ
り
茶
菓
子
御
馳
走
こ
れ

あ
り
候
事

 

（
尚
家
文
書　

７
０
１
号
）　
　

　

新
任
在
番
の
東
京
琉
球
館
到
着
ま
で
の
旅
程
が
詳
し
い
。上
京
途
中
の
大
坂
で
は
、

湯
治
中
（
有
馬
温
泉
か
）
の
従
二
位
様
（
島
津
久
光
）
へ
書
翰
を
差
し
上
げ
る
な
ど

行
っ
て
い
た
。
東
京
で
は
品
川
上
陸
後
、
人
力
車
で
（
駅
へ
）、
新
橋
（
駅
）
で
在

京
の
池
城
親
方
ら
の
出
迎
え
を
受
け
、内
務
省
へ
到
着
の
挨
拶
の
後
、琉
球
館
に
入
っ

て
い
る
。

㉘
明
治
九
年
閏
五
月
十
二
日
、
藩
王
よ
り
の
天
長
節
の
献
上
物
召
し
止
め
の
件

　

 　

今
よ
り
新
年
、
天
長
節
と
も
例
規
の
賀
表
に
止
ま
り
献
上
物
に
及
ば
ざ
る
旨
、

別
紙
の
通
り
、
内
務
卿
代
理
林
友
幸
殿
御
達
こ
れ
あ
り
、
兎
角
御
地
一
般
の
規
則

に
て
も
こ
れ
あ
る
べ
く
候
得
共
、
御
地
の
儀
、
訳
合
い
も
相
替
わ
り
候
に
付
き
、

其
の
侭
黙
止
居
り
候
も
罷
り
成
ら
ず
、
一
往
願
い
奉
り
候
上
、
何
分
取
り
計
ら
い

宜
し
き
べ
き
と
、
別
紙
の
通
り
書
付
取
り
仕
立
て
置
き
候
間
、
追
て
差
し
出
す
べ

く
候
、
□
方
御
達
相
成
り
候
上
、
後
便
申
し
越
す
べ
く
候
得
共
、
別
紙
両
通
相
済

ま
せ
、
先
ず
此
の
段
御
問
合
せ
致
し
候
、
以
上

　
　

子
閏
五
月
十
二
日　

親
里
親
雲
上　

喜
屋
武
親
雲
上　

幸
地
親
方　

小
禄
親
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

富
盛
親
方　

高
安
親
方　

大
儀
見
親
方　

池
城
親
方

　
　
　
　

御
両
人
様

（
尚
家
文
書　

６
７
４
号
）　
　

㉙
明
治
九
年
六
月
十
三
日
、
琉
球
藩
王
よ
り
献
上
物
の
件

　
　
　
　
　

内
務
省
伺

　

 　

琉
球
藩
大
宜
見
親
方
、
臨
時
上
京
、
皇
上
拝
謁
の
儀
願
い
出
候
…
藩
王
よ
り
方

物
献
上
仕
り
た
き
旨
申
し
出
候
に
付
き
…
此
の
た
び
の
如
き
無
名
の
献
物
は
御
聴

納
こ
れ
な
き
方
然
る
べ
き
と
存
じ
候
、
抑
も
該
藩
献
上
物
の
儀
に
付
て
は
、
明
治

六
年
七
月
別
紙
写
し
の
通
り
相
達
し
こ
れ
あ
り
、
其
の
後
、
聖
上
御
写
真
頂
戴
等

謝
恩
の
た
め
、
臨
時
献
物
御
聞
き
届
け
に
相
成
り
…
新
年
、
天
長
節
も
自
今
は
御

停
止
相
成
り
、
左
按
の
通
り
此
の
た
び
改
め
て
相
達
し
た
く
、
此
の
段
相
伺
い
候

也　
　
　

　
　
　
　

六
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　

達　

按　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

琉
球
藩

　

 　

其
の
藩
献
上
物
、
追
て
御
沙
汰
こ
れ
あ
る
ま
で
新
年
、
天
長
節
両
度
と
相
心
得

べ
き
旨
、
去
る
明
治
六
年
相
達
し
候
所
、
自
今
新
年
、
天
長
節
と
も
例
規
の
賀
表

に
止
ま
り
、
献
上
物
に
は
及
ば
ず
候
条
、
此
の
旨
相
達
し
候
事　

　

 　

但
し
、臨
時
の
御
慶
事
及
び
藩
王
上
京
の
節
、献
物
致
し
た
く
候
節
は
其
の
時
々

伺
い
出
る
べ
き
事
（
明
治
九
年
七
月
）　
　
　
　

　

〇　
　
　

第
二
科
議
按　
　

大
史
歴
査

　
　

別
紙
内
務
省
、
琉
球
藩
王
よ
り
献
上
物
処
分
の
儀
は
具
陳
の
趣
充
当
に
相
聞
こ

　
　

え
候
間
、
伺
い
の
通
り
御
聴
許
相
成
り
然
る
べ
き
哉
御
指
令
按
相
伺
い
候
也　

　
　
　
　

六
月
十
五
日　
　
　
　
　
　

（
沖
縄
県
史
12
巻　

１
１
５
項
）　
　

　

〇 

新
年
及
び
天
長
節
、
藩
王
よ
り
土
物
献
上
仕
り
来
り
候
処
、
今
よ
り
例
規
の
賀

表
に
止
ま
り
献
上
物
に
及
ば
ざ
る
旨
、
御
達
の
趣
拝
承
仕
り
候
、
然
れ
ば
懸
隔

の
小
邦
鴻
恩
に
沐
す
る
よ
り
、
右
両
節
軽
き
品
を
献
じ
微
誠
を
表
し
た
く
、
藩

王
本
願
罷
り
在
ら
れ
候
処
、
書
翰
の
み
に
て
献
上
物
仰
せ
付
け
ら
れ
ず
候
て
は

何
と
も
本
意
成
ら
ざ
る
次
第
御
座
候
間
、
特
別
の
御
取
り
計
ら
い
を
以
て
何
卒
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是
ま
で
の
通
り
仰
せ
付
け
ら
れ
た
く
、
藩
王
へ
□
越
さ
れ
ず
、
直
ち
に
願
い
奉

り
候
得
□
千
万
恐
れ
入
り
奉
り
候
得
共
、
右
の
情
状
存
じ
な
が
ら
、
黙
□
に
も

罷
り
成
ら
ず
上
申
仕
り
候
間
、宜
し
く
御
吟
味
成
し
下
さ
れ
た
く
依
頼
奉
り
候
、

　

恐
惶
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

琉
球
藩　

富
盛
親
方

　
　

明
治
九
年
七
月

　
　
　

内
務
卿
代
理　

内
務
少
輔 

林
友
幸
殿　

　

        

（
前
出　

達
案　
　

略      

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
務
卿 

大
久
保
利
通
代
理

　
　

明
治
九
年
七
月
一
日　
　
　
　

内
務
少
輔　

林
友
幸　

他
略

（
尚
家
文
書　

６
７
４
号
）　
　

　

〇 

今
よ
り
新
年
、
天
長
節
と
も
例
規
の
賀
表
に
止
ま
り
、
献
上
物
に
及
ば
ざ
る
旨
、

御
達
こ
れ
あ
り
、
追
々
願
書
差
し
出
す
べ
き
段
は
、
御
達
書
并
書
付
下
案
取
り

添
え
、
先
便
申
し
越
す
通
り
に
て
、
跡
月
十
九
日
、
富
盛
親
方
内
務
省
へ
持
参
、

往
復
係
取
次
差
し
出
し
候
処
、
在
京
藩
吏
よ
り
願
い
出
る
べ
き
事
に
こ
れ
な
き

に
付
き
、
下
げ
戻
し
候
間
、
別
紙
の
通
り
林
友
幸
殿
よ
り
御
達
相
成
り
候
間
、

御
吟
味
の
上
、
御
願
仰
せ
□
せ
ら
る
べ
き
儀
存
じ
奉
り
候
、
別
紙
相
添
え
此
の

旨
お
問
合
せ
致
し
候
、
以
上

　
　
　

子
六
月
十
二
日　

親
里
親
雲
上　

喜
屋
武
親
雲
上　

小
禄
親
方　

富
盛
親
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
安
親
方　

大
儀
見
親
方　

池
城
親
方

　
　
　
　
　

御
両
人
様

　

 　

書
面
の
趣
、
在
京
藩
吏
よ
り
願
い
出
る
べ
き
事
に
こ
れ
な
き
に
付
き
戻
す
べ
く

候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
務
卿 

大
久
保
利
通
代
理

　
　

明
治
九
年
七
月
一
日　
　
　
　

内
務
少
輔　

林
友
幸　

他
略

（
尚
家
文
書　

６
７
４
号
）　
　

　

尚
泰
よ
り
の
献
上
物
に
対
し
、
名
目
の
な
い
献
上
物
は
受
納
出
来
な
い
が
、
今
回

は
許
可
す
る
と
な
っ
た
。
明
治
六
年
に
、
藩
王
か
ら
の
献
上
は
新
年
と
天
長
節
両
度

と
す
る
旨
達
し
て
い
た
が
、
今
後
は
、
両
度
と
も
賀
表
と
す
る
こ
と
が
通
達
さ
れ
た
。

在
京
の
藩
吏
か
ら
の
願
い
出
に
つ
い
て
は
、
そ
の
資
格
が
な
い
と
し
て
、
文
書
は
差

し
戻
し
て
い
る
。
王
府
は
、
何
か
に
つ
け
て
、
献
上
す
る
こ
と
で
、
政
府
の
歓
心
を

買
わ
ん
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

㉚
明
治
九
年
九
月
十
五
日
、
天
長
節
に
付
き
、
富
川
親
方
ら
赤
坂
離
宮
参
賀

　
　

一
内
務
省
よ
り
左
の
通
り
御
通
達
こ
れ
あ
り
候
事

　
　

 　

来
る
十
一
月
三
日
、
天
長
節
に
付
き
、
午
前
第
九
時
よ
り
午
後
第
二
時
ま
で
、

礼
服
着
用
、
宮
内
省
へ
参
賀
候
様
、
式
部
寮
よ
り
申
し
越
し
候
に
付
き
、
此
の

段
御
通
知
に
及
び
候
也

　
　
　
　

九
年
十
月
卅
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
務
大
丞

　
　
　
　
　

池
城
親
方　

富
川
親
方　

富
盛
親
方

　
　
　
　
　
　

 

追
て
酒
饌
の
儀
、
当
省
中
に
お
い
て
賜
る
へ
し
、
且
判
任
官
は
当
省

へ
参
賀
候
様
、
御
達
し
こ
れ
あ
る
べ
く
候
也

　

（
明
治
九
年
九
月
十
八
日
）

　
　

一 

今
日
、
天
長
節
に
付
き
、
富
川
親
方
御
一
同
、
色
衣
紗
綾
冠
に
て
、
川
平
里

之
子
親
雲
上
召
し
烈
（
つ
）
れ
、
五
ツ
時
分
内
務
省
へ
出
頭
、
赤
坂
離
宮
へ

罷
り
上
り
、
宮
内
省
官
員
御
取
次
、
御
書
翰
差
し
上
げ
、
私
共
よ
り
の
御
祝

儀
、
名
札
を
以
て
申
し
上
げ
、
九
ツ
時
分
帰
館
仕
り
候
事

　
　
　
　

付　

　
　
　
　
　

一
御
酒
饌
成
し
下
さ
れ
候
に
付
き
、
則
御
礼
申
し
上
げ
候
也

　
　
　
　
　

一 

此
の
節
よ
り
献
上
物
召
し
留
め
ら
る
次
第
は
、
役
所
日
記
に
相
見
得

候
也　
　

（
尚
家
文
書　

７
０
４
号
）　
　

　
　

一 

今
日
天
長
節
に
付
き
、
赤
坂
離
宮
へ
罷
り
上
り
拝
賀
申
し
上
ぐ
べ
き
の
処
、

不
快
に
付
き
、
左
の
通
り
書
付
差
し
出
し
候
事

　
　
　

 
私
事
、
所
労
に
付
き
参
賀
仕
り
が
た
き
事
御
座
候
間
、
此
の
段
御
届
申
し
上

げ
候
也

　
　
　
　
　
　

九
年
十
一
月
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

池
城
親
方

（
尚
家
文
書　

７
０
２
号
）　
　

　

池
城
親
方
安
規
は
、
不
快
に
付
き
天
長
節
に
参
賀
で
き
な
い
と
書
簡
を
送
っ
て
い

た
が
、翌
十
年
四
月
三
十
日
（
旧
暦
三
月
十
七
日
）
に
飯
田
町
の
藩
邸
で
病
没
し
た
。
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㉛ 

明
治
十
（
１
８
７
７
）
年
九
月
二
十
八
日
、
天
長
節
に
付
き
南
殿
で
天
皇
、
皇
后

の
御
写
真
を
飾
り
、
王
子
衆
以
下
拝
礼
す

　
　
　
　
　
　

九
月
廿
八
日

　
　

一
天
長
節
に
付
四
ッ
時
分

　

天
皇
陛
下

　

皇
后
宮
御
写
真
拝
礼
、
左
之
通
相
済
候
事

　

一
三
司
官
南
風
御
殿
へ
御
座
着
、
奉
行
、
当
以
下
伺
公
す

　
　
　

附

　
　
　

一 

御
写
真
、
奉
行
両
人
ニ
て
兼
て
御
近
習
よ
り
拝
下
り
御
床
へ
図
の
通
り　

 

御
錺
仕
り
候

　
　
　

一
勤
人
数
色
衣
冠

　
　
　

一
三
司
官
よ
り
拝
礼
相
初
め
候
段
、
当
御
取
次
申
し
上
げ

　
　
　
　

附

　
　
　
　
　

出
御
遊
ば
さ
る
筈
候
処
、
当
分
風
気
御
慎
に
付
き
本
文
の
通
り

　
　

一
王
子
衆
、
按
司
衆
、
三
司
官
、
親
方
、
申
口
、
吟
味
役
拝
礼
相
済
し
退
座

　
　

一
諸
役
人
、
諸
間
切
役
々
迄
、
拝
礼
相
済
し

　
　

一
御
写
真
、
奉
行
ニ
て
下
御
近
習
御
取
次
差
し
上
げ

　
　
　

以
上

　
　
　
　

御
掛
物

　
　
　
　
　

御
写
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
毛
氈
敷
合

　
　
　
　
　

御
写
真

　
　
　
　

御
掛
物

（
尚
家
文
書　

４
７
４
号
）　
　

　

首
里
城
南
風
之
御
殿
（
南
殿
）
で
行
わ
れ
た
天
長
節
の
記
録
で
あ
る
。
首
里
城
で

の
天
長
節
は
、
四
ツ
自
分
（
午
前
十
時
）
に
、
天
皇
、
皇
后
の
御
写
真
を
飾
っ
て
拝

礼
を
行
っ
て
い
る
。
御
写
真
は
奉
行
両
人
で
、
御
近
習
か
ら
拝
受
し
て
床
の
間
に
飾

る
。
拝
礼
す
る
役
人
は
色
衣
冠
（
黒
朝
に
冠
の
正
装
）
で
あ
る
。
三
司
官
か
ら
拝
礼

を
始
め
る
旨
、（
御
書
院
）
当
を
遣
わ
し
て
国
王
へ
奏
上
し
た
。
国
王
は
体
調
不
良

で
出
御
し
な
か
っ
た
。
拝
礼
は
王
子
衆
、
按
司
衆
、
三
司
官
、
親
方
、
申
口
、
吟
味

役
の
順
で
済
ま
せ
て
退
座
。
そ
の
後
諸
役
人
、間
切
役
々
ま
で
拝
礼
を
済
ま
せ
る
と
、

御
写
真
は
奉
行
で
下
げ
て
、
御
近
習
に
取
り
次
い
で
収
納
と
な
っ
た
。
国
王
、
王
子

以
下
重
臣
は
も
と
よ
り
諸
役
人
、
間
切
役
人
ま
で
も
動
員
し
て
の
拝
礼
で
あ
る
。
政

府
の
重
圧
と
王
府
の
必
死
の
対
応
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

㉜ 

明
治
十
一
（
１
８
７
８
）
年
十
月
九
日
、
東
京
勤
め
の
琉
球
官
員
、
天
長
節
に
付

き
、
奏
任
官
は
宮
内
省
、
判
任
官
は
内
務
省
で
祝
賀
の
儀
式
に
参
加
。

　
　
　
　
　
　

今
月
九
日

　

 　

天
長
節
に
付
き
、
奏
任
官
宮
内
省
、
判
任
官
内
務
省
へ
参
賀
こ
れ
あ
る
べ
き
旨

内
務
書
記
官
よ
り
こ
れ
あ
り
、
富
川
、
与
那
原
、
小
禄
色
衣
冠
に
て
宮
内
省
参
上
、

御
書
翰
并
浦
添
親
方
祝
賀
状
、
式
部
官
員
衆
御
取
次
差
上
、
自
分
祝
賀
も
名
札
を

以
て
申
し
上
げ
、
且
つ
判
任
官
色
衣
冠
に
て
内
務
省
出
頭
、
祝
賀
申
し
上
げ
候
、

此
段
御
問
合
せ
申
し
上
げ
候
、
以
上

　
　
　

附　

 

在
京
奏
任
官
以
下
十
三
人
分
、
内
務
省
に
お
い
て
御
酒
饌
成
し
下
さ
れ

候
に
付
き
、
頂
戴
御
礼
申
し
上
げ
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
連
名

　
　
　
　

寅
十
月

　
　
　
　
　
　

御
三
人

（
尚
家
文
書　

９
９
３
号
）　
　

　

明
治
十
一
年
の
天
長
節
の
記
事
で
あ
る
。
⑱
で
み
た
よ
う
に
琉
球
官
員
も
明
治
七

年
末
に
王
府
の
役
職
に
よ
り
、
奏
任
官
、
判
任
官
の
官
位
が
定
ま
っ
て
い
た
。
こ
の

時
、
奏
任
官
の
富
川
、
与
那
原
、
小
禄
親
方
三
人
は
宮
内
省
で
の
式
典
に
、
判
任
官

は
内
務
省
の
式
典
に
参
加
、
富
川
等
は
国
王
の
祝
賀
の
書
と
三
司
官
浦
添
親
方
の
祝

賀
状
を
差
し
上
げ
、
ま
た
自
身
等
三
人
も
祝
賀
と
し
て
名
札
を
提
出
し
て
い
る
。
内

務
省
に
お
い
て
、
在
京
役
人
に
酒
饌
料
十
三
人
分
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
奏
任
官
三

人
な
の
で
、
参
加
し
た
琉
球
官
員
の
判
任
官
は
十
人
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。


